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午前９時００分開議

○議長（山本 芳昭君） おはようございます。

ただいまの出席は１０名です。定足数に達していますので、令和３年第７回日南町議

会定例会を再開します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 議案第６４号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの議案書ファイルをお開きください。２ページから。

日程第１、議案第６４号、日南町過疎地域持続的発展計画の策定についてを議題とし

ます。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第６４号、日南町過疎地域持続的発展計画の策定について。

次のとおり、日南町過疎地域持続的発展計画を策定することにつきまして、過疎地域の

持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定によりまして、本議会の議決

を求めるものでございます。

内容ですが、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、これが制定されまし

たことによりまして、新たな過疎計画を策定するものでございます。新たな過疎計画に

つきましては、県が策定する過疎地域持続的発展方針に基づきまして、地域の持続的発

展の基本方針に関する事項、地域の持続的発展に関する目標、計画期間、地域の持続的

発展のために実施すべき施策に関する事項、計画の達成状況の評価に関する事項及び地

域の持続的発展に関し町が必要と認める事項について、県と協議の上、議会の議決を経

て、定めることとされております。

計画の名称ですが、日南町過疎地域持続的発展計画。計画の期間ですが、令和３年度

から令和７年度ですが、法律上は令和１３年３月３１日までの１０年間の時限立法のた

め、後期分につきましては、令和８年度から令和１２年度で策定をする予定としており

ます。対象地域は日南町全域でございます。

計画の内容、対象分野でございますが、最初に、基本的な事項として、対象地域の概
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況でありますとか、持続的発展の基本方針等であります。２つ目は、分野別の課題と対

策、事業計画でございます。大きな区分ほど申し上げさせていただきたいと思います。

１つは移住・定住、地域間交流の促進、人材育成でございます。次に産業振興、１つは

地域における情報化、１つには交通施設の整備、交通手段の確保、１つには生活環境の

整備、そして子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保、

教育の振興、集落の整備、地域文化の振興等、最後は、再生可能エネルギーの利用の推

進、そういった分野別で記載しております。

具体的な内容につきましては、ファイルのほうに記載しておりますので、御審議いた

だきますように、お願い申し上げたいと思います。

以上、私のほうからの説明は以上とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） これより、本案に対する質疑を許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） この持続可能な過疎計画ですけども、上位法令によって

改めて計画がつくられたということですけども、まず、令和３年４月１日から令和８年

末までということなんですけども、この計画はやっぱりその都度その都度、柔軟性を持

って計画も変更できるということを確認しておきたいのですけども、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御指摘のとおりでありまして、従来の、今までの１０年間もそ

のような形を取らせていただいて、その都度その都度っていいましょうか、新たな事業

計画であったり、発生することもありますので、そういったところの変更も必要だろう

というふうに思っていますし、また、その際には改めて議会のほうにも承認っていう形

を取るという形で、従来の形だというふうに認識しておりますので、御理解いただけれ

ばと思います。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） それと、一つ気になっているのが、新型コロナウイルス

の感染が昨年からあるわけですけども、この記述で一部、確かに商工業とかの関係、そ

れから農林業では、都市の感染拡大ということで記述がありますけども、全体としてこ

れから向こう５年間、町長が提案されているわけですけども、これからの新型コロナウ

イルスのことについても、終息も含めて若干記述が、もう少し太い記述が必要じゃない

かなというふうに思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 将来的な中で、事業として過疎地域の持続的発展計画の中で事

業を行うっていうのが今回の趣旨でありますので、将来的には限定するわけではないで

すが、現行の考え方からしますと、そういった対策事業は実施しますけれども、いわゆ

る過疎を財源とした形という形のものについては今想定をしておりません。内容的には

必要な内容だろうというふうには認識しますけれども、本計画についての事業としての
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記載っていうのは現時点では考えておりませんので、将来的にはっていうことは想定が

される部分もあるかもしれませんが、現在はそういう考え方で整理をさせていただいて

おります。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 具体的な内容なんですけれども、タブレットの１４ペー

ジにあります⑵番のその対策、移住・定住の促進の第２段落のところで、都市ＯＳに関

する記述があるわけですけれども、これは具体的な計画の中にも入ってないですし、県

の方針の中にもありませんですし、あと、この後段の情報化政策の中にもこの都市ＯＳ

のことについては特に触れられてないんですよね。ここに非常に浮いた感じに見えるん

ですけれども、この都市ＯＳの記述をわざわざここに入れているっていうのはどういう

意図があるのか、もう一遍お聞きしたいんですけれども、全協のときにもちょっとお聞

きしたんですけれども、お願いします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） それにつきましては、担当課長のほうから述べさせていただき

ます。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 失礼いたします。お尋ねの件でございます。

全員協議会でも、先ほどございましたように、御指摘いただいたところでございます。

再度それ以外の御意見につきましても、再度精査する形で文言を加えたり、訂正したり

ということを踏まえて、今回上程をさせていただいております。

企画課としましては、現在進めております自治体のＤＸの推進あたりの、今、アクシ

ョンプラン、具体的な行動の計画につきまして庁内で精査中でございます。検討を重ね

ておる中でこういった都市ＯＳ、先を見据えた概念も必要だという意見も出てきており

ます。そういったところを鑑みまして、今回、具体的に来年度以降、国をはじめ県も重

点的な予算措置があろうかと思っております。このいわゆる過疎計画、過疎債を活用し

た事業の中で、本文に、あらかじめ独自ではございますけども盛り込ませていただいた

経過の中で、御理解賜ればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 将来的なことが何かあるのかもしれませんけど、ただ、

現状だと、これ、都市ＯＳっていうのは、いわゆるスーパーシティのベースになる部分

だと思うんですけど、スーパーシティっていうのは、御存じのとおり、都市ＯＳのよう

な情報共有するシステムの上に規制改革、規制緩和を入れて、都市ＯＳに基づいて何で

もできるようにしようっていうのがスーパーシティの考え方ですけれども、これ、御存

じのとおり、この間８月ですか、応募した自治体にもう一遍案をつくり直せということ

で、差し戻しされてるというようなことがあって、非常に自治体と国との間で考えが食

い違ってるところがあるんですよね。
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それで、こういった、全協でも言いましたけども、自治体という個人情報を抱えてい

るような、非常に多くの個人情報を抱えているようなところとほかの機関との連携とい

うことになると、やっぱり住民合意とプライバシーの保護ということが大前提になるわ

けですけれども、それがまだ日本では法律上、あるいは自治体も、自治体の、何ていう

んですかね、自治体にそれほど住民合意を取るような仕組みができてないというような

こともあって、これは、私は時期尚早、少なくても慎重に検討する必要があると思うん

で、あえてここで計画に入れなくても、また来年度以降、もし予算措置などということ

で必要になってきたらば、そのときにそれこそ柔軟に考えればいいことであって、ここ

に今入れる意味合いというのがやっぱり、ちょっと、入れないほうが安全なんじゃない

かというふうに考えるんですけれども、いかが思われますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回の計画については、１０年間のうちの前半の５年間ってい

う話であります。ですから、担当課長が申し上げましたように、これからデジタル化っ

ていうのを推進をしていかないといけない内容だろう、大きな内容だろうというふうに

認識しております。ただ、具体的なところにつきましては、事業実施の段階でお示しを

させていただきたいというふうに思っておりますので、計画の段階ではこういった情報

化の推進の中の在り方の１つとして進めていきたいという、基本的な考え方だというふ

うに御理解いただければというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） この基本的な考え方を入れるんであれば、先ほども申し

上げた住民合意とプライバシー保護ということを徹底的にやっていくと、それを前提に

入れるということで、とにかく慎重な導入を私は求めます。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 個人情報的な話については、本町だけの話ではない、全国的な

話だろうというふうに思ってますし、そのことが大切だという認識は誰もが持ってると

いうふうに思ってます。ですから、具体的な実施に当たりましては、その際にまた御説

明をさせていただくっていう形になろうかと思いますので、こういった事業を推進する

っていう基本的な捉え方の中で整理をいただきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 前回、この策定に当たっての説明がございまして、そこ

で議員の皆さんからいろんな御意見がございました。その中で、私も、合計特殊出生率

につきましては、県、全国に比べて、日南町は大変数値的には高いということがありま

した。グラフはきれいに今回入れていただきました。平成２０年から。そこで疑問なん

ですが、上は年度ごとの推移で、日南町が鳥取県、全国よりも、確かに波はありますけ

ど、大きな波はありますけども、ただ、その下の合計の５年間の平均で、２０年から５

年、２５年から５年がほとんど一緒なんですね。いや、私ちょっと単純にですね、分母
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の計算とかいろいろありますが、こうなんでしょうか。以前は、もう２とかですね、相

当乖離してる内容もあるんですが、ほとんどグラフでいくと、５年間の平均でいくって

一緒なんですわ、それはどうなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ちょっと数値的な話ですので、担当課長のほうから報告させま

す。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） お尋ねの合計特殊出生率でございます。

前回の全員協議会において御意見いただき、表にグラフを明示させていただきました。

お尋ねの、今グラフ２つございます。議員おっしゃいましたところは、上段の２１年度

の数値あたりを評価といいますか、御意見いただいたものと認識しておりまして、下段

とは乖離しとるような状況でございます。いわゆる１５歳から４５歳までの女性を分母

として、分子は実数でございます。それらを年次的に係数整理したときには、こういっ

た差異が生じるというとこをまず御認識の中でのお問合せだと思っておりますけども、

この辺りは国、県で定められた基準に基づいて公表されたものを計算しとるというとこ

で、詳細につきましてはお答えできかねる部分もございますが、いずれにしましても、

この持続的に町の発展に鑑みましたときには大事な数値と捉えておりますので、この辺

りの、ともによくなることを目指すのがいいわけでございますが、単年度の積み重ねが

下段にもつながってまいると思いますので、この辺りはまた原課とも確認といいますか、

全体的な施策の中で実態を確認しながら、町の総括的な総合戦略、総合計画にも盛り込

んでいきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） というように、これから、今現時点でも若い世代の方が

結構おられて、数は正確に言えませんけども、出生も増えてるような感じはするわけで

すね。やっぱりこういうことは大事なので、これも続けていただきたいし、また、先ほ

ど同僚議員もありましたように、年度ごとに場合によっては修正も可能ですので、そう

いったことをしていただきたいと、質問につきましてはよく分かりましたので、ありが

とうございました。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） この過疎計画、総合的に政策を網羅してるという観点か

らいきますと、総合計画、そして総合戦略とともに、町政の大きな計画に位置づけられ

るものだと思っておりますけれども、そうした中で、今回新たな法律に基づいてこうい

った計画をつくられる。国が示したひな形に基づいて計画書がつくられておると思いま

すので、どうなのかなとは思いますけれども、タブレットの１３ページですか、本文の

８ページですけども、公共施設等総合管理計画との整合については記述があります。日

南町総合計画、そして、地方創生総合戦略との整合についてどのように図られておるの
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か、そして、そのことをここに記載すべきではないかなと思います。総合計画、総合戦

略については、本文の６ページ、タブレット１１ページのほうに、基本目標としてそこ

には掲げてありますけれども、計画にそれをどう反映させたかっていう、いわゆる整合

について記述がないわけでありますけども、そこら辺りについてはどうお考えでしょう

か。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御指摘の内容につきましてということですけれども、おっしゃ

られるように、総合戦略あたりの人口の数値化的なところの話は計画の中には網羅させ

ていただいてるっていうふうに思っております。基本的には県が策定する発展方針計画

っていうところもありますので、その辺との整合性を見ながらということも一つはあっ

たというふうに思っておりますけれども、基本的な考え方として、御指摘のように、総

合計画であったり、総合戦略であったり、そういったところの基本的な考え方っていう

のは記載をさせていただいてるっていうふうに思っておりますので、その辺の整合性を

見ながら、これからも状況によっては事業化の中で変更していきたいというふうに思っ

ております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 事業化の中で変更っていうこともありますけども、基本

的な部分なんですね、特に過疎のソフト事業もこの計画の中に多数盛り込まれておりま

す。そういうことからすると、公共施設等管理総合計画のみならず総合戦略、総合計画

との整合っていうところをきちんと示しておく必要があると思いますけども、いかがで

ありましょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 失礼いたします。議員おっしゃる御指摘については、過分

に理解をしております。その上で、今回、県の指導を仰ぎながら事務を進めてまいりま

した。この計画の方針でしたり、事務、押さえるべき点につきましては、法に定められ

た今回の主要な部分としまして、目標の明記、達成状況の評価項目の義務づけ、さらに

は、公共施設等総合管理計画との整合についても法によって義務づけられた、その点を

押さえた計画に整理させていただいております。その上で、議員おっしゃいます総合計

画、総合戦略についても重要な要素であり、最初から盛り込むことが重要であるとは思

いますが、目標の部分で総合戦略を、公共施設等総合管理計画については明記するよう

な指導をそのままに今の計画にさせていただきました。今、ずっともう明示することで、

より一層町民の皆様にも分かりやすくなるわけでございますが、今回の内容につきまし

ては、県の指導をいただく中で、そういった現在の内容でポイントを押さえさせていた

だいたいうことを御理解いただきたいと思います。

なお、今回記載をしていないからというところでは、過疎債の適債性を問われるとい

うものではございませんけども、その辺りは、また県の方針あたりも、その辺りは内容
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は具体的な１０数項目の部分から入っておられます。そういったところも、また今後の

展開の中で整理していきたいとは思いますけども、ひとまず町の今回の計画策定に当た

りましては、現内容で進めさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 多分、本会議上程されてますから、今から訂正っていう

のはなかなかないかなと思いますけれども、今後留意をしていただきたいと思いますが、

先ほど課長も述べられましたし、この本文にも書いてありますけども、達成状況の議会

への報告、この時期っていうのはいつ頃、毎年何月に報告されますか。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 各年度、事業が終了したこの９月の定例会期中、あるいは

出納整理閉鎖後の進捗、ひとまず速報として報告させていただくのか、その辺りは具体

的な指示等はいただいておりませんが、恐らくこの９月というあたりで報告させていた

だけるものと想定しております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 同じページの２番のところで、移住・定住、地域間交流

の促進、人材育成という項目があります。人材育成っていう言葉自体、上から目線で好

きじゃないんですけども、それはともかくとして、その下で、アとイとあって、ありま

すけども、ここに人材育成っていう表現がないわけであります。この２番の表題との関

係と実際の文章との中身の整合性っていうとこもあるんですけども、移住・定住のとこ

ろに人材育成のところが少し触れてあります。人材育成っていう項目も本当、担い手の

確保、地域づくり、あるいはあらゆる産業、サービス分野での担い手の確保という観点

から、人材育成っていうのも非常に大事だろうと思いますし、具体的計画の中にもあり

ますから、やっぱりそこはきちんと強調して書くべきだろうと思いますが、どうでしょ

うか。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 御指摘いただきました点につきましては、去る全協におい

て御指摘いただいたことを踏まえまして、文言についても精査させていただいたところ

でございます。改めて大項目、中項目のように項目立てをしてというところも、これも

他市町村の状況、あるいは県に指導を仰ぎながら進める中で、結果としまして文言を追

加させていただく、問題点とその対策の部分に追加させていただくことで進めさせてい

ただきたいという整理を行っております。改めて各項目にも通ずるわけでございますが、

今回の本文に関してはそのように御理解賜ればと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） よその計画を見ても、アのほうに続けて人材育成ってい

－９－



うのがあるわけなんですよね。そこの辺もちょっと参考にしていただければと思います。

それと、１５ページですね、事業計画のとこで住宅施策、いわゆる移住・定住促進の

ための住宅施策について、そこに記載はありますけども、参考資料のほうに全く具体的

な計画が上がっておりません。今回、総合戦略等、総合計画などについても、移住・定

住の促進の中で住宅施策っていうのが出てくるわけですけども、具体的な計画が示され

なかったっていうのはどういう問題があったのでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 失礼しました。議員おっしゃいましたところについて、参

考で上げさせていただいてる年次計画の冒頭の部分だというふうに捉えまして、こちら

につきましては、いわゆる農業研修生や林業アカデミーを含みます今後の住宅施策等も

にらんでの移住・定住項目に１項目上げさせていただいておりますが、まだ未確定要素

も含んでおります。去る全協の中でも、この参考資料につきましては、また冒頭ござい

ましたように、その都度、計画の変更の中でまた御審議賜りたいということでの整理と

してあえてゼロで計上させていただいておりました。そのほかの部分にもゼロ表記の項

目立てのみの内容もございますが、そのように御理解賜ればと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 経過として理解しますけど、町長も、移住・定住のため

の住宅施策、非常に重要視されております。去る６月議会のときも、ある構想を発表も

されましたけれども、やっぱりそういったところの議論が煮詰められていないっていう

のが一つ、この計画に限りませんけれども、町政の推進の中で大きな課題だろうと思っ

ておりますので、早急に詰めていただきたいと思うところであります。

それから、タブレット２２ページになりますけども、農業振興の中で、乾燥調製施設

の支援事業っていうの、これ、どういう、新しい事業に感じますけども、どういう事業

を来年から予定されてますか。（「乾燥調製……。タブレットで２２、本文で１７」と

呼ぶ者あり）

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 乾燥施設等の項目立てにつきましては、現在、農協のほう

が使用していますライスセンター等も非常に老朽化をしております。米作りの中で主食

用米を作るということは当然ありますけども、それ以外の主食に回さない米を作るとい

うことも引き続き必要と、また、なおかつ、そういった主食用に回さず、需要と供給の

バランスを取るということも必要になってくるということが考えられますので、そうい

った場合、ＪＡ等のライスセンターであったり、また地域ごとにミニライスをというよ

うな話も、そういう希望も聞いたりもしておりますので、そういった場合の関係を踏ま

えまして、今回、項目立てを上げさせていただいております。具体的な金額としまして

は、つかみということで上げさせていただいてるというような状況です。
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○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 同じ関係ですけれども、タブレットの３１ページ、本文

の２６ページですけども、除雪機械の更新でしょうか、導入が予定されておりますけれ

ども、これまでのところ町として８トン級、あるいは５トン級の更新、導入が進められ

ておりましたが、１１トン級の除雪車も必要ではないかなと思うわけであります。それ

とロータリー除雪車、かなり老朽化いたしております。これの更新も必要かなと思うわ

けですけども、それらが計画として盛り込まれておるのでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 除雪機械の更新につきましては、今現在、町有機械が３１

台あります。基本的に、まず最初に１１トン級のほうですが、県道の受託する除雪等に

は１１トン級は有効ではありますけど、町道のほうにおきましては、今後、今現在のと

こ８トン級を主力にしようと考えております。必要な１１トン級や、国・県道では１３

トン級まであります。大きな機械のほうは県からの貸与のほうで除雪機械の整備、配置

を考えております。あと、ロータリーの除雪車の更新です。近年１台更新をしておりま

すが、現有の１台につきましては県からの払下げを使っております。その辺り、今後、

払下げを使っておりますので、古くなって更新なり、貸与のほうに向かうのか、その辺

りは県と協議をしながら進めますが、現在のところ、この中では更新ということでは考

えておりません。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） タブレット４１ページになりますけど、サ高住、サービ

ス付高齢者住宅を民間主体の事業で掲げておられますけども、中村町長、以前からサ高

住の必要性、整備については言及されておりましたが、具体的に、何年でしたか、民間

での建設に向かうという計画で理解をしてよろしいでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 必要性につきましては、従来から申し上げてるとおりでありま

す。建設の実施主体をどっちにするかっていうのは、ちょっと今詰めてる最中でありま

すもので、ということで、本計画上は民間というような表記にさせていただいておりま

すけれども、その辺は現場のほうとちょっとさらに精査していきたいというふうに思っ

ておりますが、ただ、運営につきましては民間という形にならざるを得んというふうな

現状だろうというふうには認識しておりますので、その辺につきましては、取りあえず

項目的には上げさせていただいてるっていうことで御理解いただければと思います。

○議長（山本 芳昭君） ７番、古都勝人議員。

○議員（７番 古都 勝人君） １点伺います。

今回、いわゆる日南町の過疎地域の持続的な発展というような、大きな計画をつくっ

ていただきました。読ませていただきまして、微に入り細に入り検討いただいたなとい

う感想を持っておりますけれども、ここで１つ御質問でございますが、日南町では最近
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でございます、特に財源、過疎のソフトいうのが最近日南町では使われますが、かつて

島根県では相当以前からこのソフトを使っておりました。今年でも去年でもようござい

ますけども、大体ハードは金額が大きいとは思いますが、ソフトとハードの比率につい

て、財源の使用について若干教えていただきたいと思います。何十対１とかいう話だろ

うと思いますけども、よろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ソフト事業とハード事業が、御承知のとおり、あります。どう

いいましょうか、ハードにつきましては、単年度単年度で事業化がありますので、かな

りの、どういいましょうか、数字の乖離、乖離っていやあ、おかしいですが、変動があ

ります。ただ、ソフトにつきましては、基本的には市町村別の規模に応じて一定の上限

があります。ということの中で、それを今までは最大限活用したり、あるいは県との調

整の中でやりくりの中で増額していただいたりというような形がありますので、年によ

っては違いますが、基本的に日南町の場合は、ちょっと正式な、正確な数字ではないか

もしれませんが、ソフトにつきましては、 ０００もも台が一般的な上限ということで、

基本的にはフルに使わせていただいてるという状況であります。

○議長（山本 芳昭君） いいですか。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第６４号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第６４号の本日の審議は、

質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第２ 議案第６５号

○議長（山本 芳昭君） タブレット７２ページ。

日程第２、議案第６５号、過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一

部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第６５号、過疎地域における固定資産税の課税免除に関す

る条例の一部改正について。次のとおり、過疎地域における固定資産税の課税免除に関

する条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第９６条第１項の規定により

まして、本議会の議決を求めるものでございます。

概要ですが、過疎地域自立促進特別措置法が失効し、新たに過疎地域の持続的発展の

支援に関する特別措置法が制定されましたことに伴いまして、本条例に引用する法律名

を改正するものでございます。施行期日につきましては、公布の日から施行ということ

で、お願いをしたいと思います。以上です。
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○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） お諮りします。ただいま議題となっています議案第６５号は、

審議の都合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第６５号の本日の審議は、

質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第３ 議案第６６号 から 日程第９ 議案第７２号

○議長（山本 芳昭君） タブレット７３ページから。

日程第３、議案第６６号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第５号）、日程第４、

議案第６７号、令和３年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、日程第５、

議案第６８号、令和３年度日南町介護保険特別会計補正予算（第２号）、日程第６、議

案第６９号、令和３年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）、日程第

７、議案第７０号、令和３年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計補正予算

（第１号）、日程第８、議案第７１号、令和３年度日南町簡易水道事業会計補正予算

（第１号）、日程第９、議案第７２号、令和３年度日南町病院事業会計補正予算（第２

号）、以上、令和３年度補正予算関係７議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第６６号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第５号）

でございます。

歳入歳出の予算の総額に、歳入歳出それぞれ２歳 ４９２も ０００もを追加し、歳 

入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ６８歳 ３３５も ０００もとする内容でござ 

います。地方債の補正につきましては、第２表によります地方債の補正を御覧いただけ

ればと思います。

主な補正の内容です。最初に、歳入のほうでございますが、分担金及び負担金という

ことで６４０もも、耕地災害復旧事業に係ります分担金を計上しております。

国国支出金ですが、 ８８０も ０００もということで、新型コロナ国ク国ンの国国 

対策の負担金、あるいは道路改良事業費の補助金、あるいは公共土木施設の災害復旧事

業費の補助金、あわせて歳出補正の財源とする国国支出金の増ということの内容でござ

います。

県支出金ですが、１歳２１１も ０００もということで、ス県ート農業の県会実県促

進事業費の補助金、あるいは耕地災害及び林道災害復旧事業費の補助金等、歳出補正の

財源とする県の支出金の増という内容でございます。また、林業成長産業化のモデル事
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業であります、いわゆるコンテナ苗の生産事業でございますが、財源の組替えによる林

業成長化総合対策補助金を増としておるとこでございます。

繰入金ですが、 ５４３も ０００もということで、病院事業に関わります国国補助 

の交付決定がありまして、地域医療の総合確保基金、それの繰入金を減額しております。

内訳的には９００ももでございます。また、不足する財源を補うための財政調整基金の

繰入金の増額を ４４３も ０００もを計上しております。 

町債ですが、 ２１０ももということで、災害復旧事業債の増ということと、過疎債

のハードの増ということで、 ４６０ももを計上させていただいてるとこでございます。

続きまして、歳出のほうでございますが、総務費ということで、町有財産の整備管理

事務ということで５００ももちょうど。町有財産の維持管理のために、修繕費及び登記

費用等に係るものの経費を増額を計上しております。

民生費ですが、民生一般管理事務ということで、住民課のほうですけれども、４００

ももちょうどということで、住宅改修の助成事業を行っておりますが、それの増額とい

うことで、委託料及び補助金を計上させていただいてるという状況であります。本来で

すと１２月っていうことも想定しましたけど、ちょっと、どういいましょうか、近年の

申請があるということがありますので、早めの補正をさせていただいたという内容でご

ざいます。

介護保険事業ですが、 １１８も ０００もということで、介護保険及びサービス事 

業の特別会計への繰出金を増額するものでございます。

衛生費ですが、予衛衛生一般事業ということで、４３４も ０００もということです。

新型コロナの国ク国ン国国対策事業につきまして、若い人の層の国国費用とか、休日の

国国加算分に係る費用を増額するものでございます。

また、環境保全対策事業として２７も ０００もを上げさせていただいております。

少額であるため、説明の資料にはちょっと掲載しておりませんが、小原川の水系の臨時

水質検査料について増額をしております。なお、検査料につきましては、後から実費と

いう形で事業者へ請求することで合意しておりますという内容を報告をさせていただき

たいと思います。

次に、病院運営事業ですが、県イナスの９００ももちょうど。先ほど歳入のほうでも

申し上げましたが、病院事業会計におきまして国国補助金の交付決定がありまして、地

域医療総合確保基金を原資とします繰入金のほうを減額するものでございます。

次に、農林水産業費の中の２１世紀水田農業確立対策事業ということで、 ６０８も

０００もを上げさせていただいております。農作業の０力化を図り、持続可能な農業

を実現するため、ス県ート農業県会実県促進事業、これに関わります補助金を給付をす

る内容でございます。

続きまして、林道維持管理事業ということで、豪雨によりまして被災した林道、専用

道及び作業道の復旧に当たり、林業作業路網の災害復旧対策事業の補助金を給付する内
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容でございます。

続きまして、商工費の中の企業支援対策事業に ８７６ももを計上させていただいて

おります。新型コロナによります影響を受けました町内事業者の支援ということで、事

業者の緊急支援応援金を給付する内容でございます。

土木費ですが、土土維持管理事業ということで、 ５５０もも、土土修繕工事の事業

量の精査によりまして、事業費を増額するものでございます。

続きまして、消衛費の中の単独災害緊急対策事業として５００ももちょうどです。先

ほどの豪雨の関連によりまして被災した宅地や耕地等の災害復旧におきまして、国・県

の補助事業等の条件を満たさないものについて、町が支援するということの単独事業に

対しての予算でございます。

続きまして、教育費の中の教育施設営繕改良事業ということで、１５６も ０００も。

教育施設の修繕工事の精査によりまして、事業費のほう、増額をさせていただきたいと

いう内容でございます。

続きまして、日南町人材育成事業ということで、７８もも上げさせてもらっとります。

少額によりまして、説明資料には未計上かもしれませんが、新型コロナの対策事業とし

て、町外で暮らす日南町出身の学生に対しまして、町の特産品を送り、支援するもので

ございます。単価的には１人１ももという相当で予定をさせていただいております。

続きまして、青少年健全育成事業ということで、６７も ０００もです。新型コロナ

の対策事業として、成人式を開催するに当たりまして、ＰＣＲ検査費用ということで見

込んでおるとこでございます。

続きまして、災害復旧事業の中ですが、耕地災害の復旧事業ということで、 ６００

もも。先ほどの豪雨によりまして被災した耕地等の災害復旧費に充てたいというふうに

思っております。

次に、林道災害復旧事業ということで、 ７７０もも。同じ豪雨の関係で、林道の復

旧事業費を増額させていただきたいという内容です。

３つ目ですが、公共の土木施設災害復旧事業ということで、 ９００もを計上させて

いただいております。同じく豪雨によりまして被災した公共土木施設の復旧事業費に充

てたいという内容でございます。

一般会計につきましては、以上であります。

続きまして、議案第６７号、令和３年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）でございます。

事業事定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５１も ０００もを追加しまし

て、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ６歳 １６７も ０００もとする内容で 

ございます。

主な内容の補正内容ですが、歳入のほうですが、県支出金として５１も ０００も、

保険給付費等の交付金、特別交付金ですが、これが増額になったということで補正の内
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容でございます。

支出のほうですが、特定健康支査等事務ということで、同額の５１も ０００もであ

ります。特定健支に係ります受支勧奨事業を外部委託するということの経費として上げ

させていただいております。

次に、議案第６８号、令和３年度日南町介護保険特別会計補正予算（第２号）でござ

います。

事業事定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ １０６も ０００もを追加し、 

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ９歳８８２も ０００もとする内容でござい

ます。

主な内容ですが、歳入のほうが、繰入金ということで １０６も ０００もというこ 

とで、一般会計からの繰入金でございます。具体的には職員給与費分の増という内容で

ございます。

歳出でございますが、介護予衛のケア県ネジメント事業２８９もも、次に介護予衛普

及及発事業に４０８もも、認知及地域支援・ケア向上事業に４０９も ０００もを上げ

させていただいております。全ての内容につきまして、職員給与費等の精査によります

増という内容でございます。

続きまして、議案第６９号、令和３年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算

（第１号）でございます。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４６２も ０００もを追加しまして、歳入

歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ ９２９も ０００もとする内容でございます。 

主な内容でございますが、歳入のほうです。繰入金として１２も ０００も、一般会

計からの繰入金として、事務費分ですが、という内容です。その内容の増でございます。

次に、町債ということで、４５０ももちょうどです。歳出の財源となります町債を新

規に計上するという内容でございまして、介護サービス事業債に２３０も、過疎債のハ

ード部分のほうに２２０もという内訳でございます。

歳出でございますが、歳宅介護事業に４５６も ０００もということで、あかねの歳

の介護浴槽の更新に係る事業費を増額させていただきたいという内容であります。

次に、歳宅介護の支援事業として、６ももちょうどということで、消耗品が精査した

段階で少し増額が必要ということでの計上をさせていただいてるとこであります。

続きまして、議案第７０号、令和３年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計

補正予算（第１号）でございます。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ ３００ももを追加し、歳入歳出予算の総

額を、歳入歳出それぞれ ５００も ０００もとする内容でございます。 

補正の内容の歳入でございますが、補補入としまして、２１２も ０００もというこ

とで、売電補入の精査による増を見込んでおります。

繰繰金が３８７も ０００もということで、前年度の繰繰金を繰り入れするものでご
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ざいます。

町債ですが、 ７００もということで、歳出財源に対して町債を新規に計上するもの

でございます。電気事業債 ７００もを見込んでおります。

歳出のほうですが、再生可能エネルギーの発電事業ということで、 ３００もも。新

石見小水力発電所に関わります導水路等の改修工事の経費を見込まさせていただいてる

とこでの内容でございます。

続きまして、議案第７１号、令和３年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第１号）

でございます。

内容でございますが、補内的な支出としまして、原水及び内水費のほうで１６８も

０００もという内容です。石見の水源地のポンプの取替えの修繕という内容でございま

す。もう一点は、配水及び給水費として３２５も ０００もを計上させていただいてお

ります。白谷の配水流量計と併せて福栄の配水池の水位計の取替えをしたいということ

で、３２５も ０００もを計上させていただいているとこでございます。

続きまして、議案第７２号、令和３年度日南町病院事業会計補正予算（第２号）でご

ざいます。

内容につきましてですが、補内的な補支というところの中での補内のほうでございま

すが、補助金として ９８９も ０００もを見込んでおります。あわせて、他会計の負 

担金が県イナスの９００もも、その他医業外補内として３０ももを見込ませていただい

ております。

具体的な補入の内容でございますが、国国補助金を計上させていただいたということ、

あわせて、基金の取崩しの減額による他会計の負担金を減額させていただいております。

あわせて、その他の医業外補内としましては、寄附金の３０ももを計上させていただい

てるという内容でございます。

支出のほうの病院事業費用のほうでございますが、材料費のほうで３６６も ０００

もを見込ませていただいております。経費のほうが７５３も ０００もを見込んでおり

ます。具体的な内容につきましては、支療の材料費、あるいは医療消耗備品、あるいは

消耗品、修繕費等も含めまして、給食の委託料等の精査によりまして、増額をお願いす

るものでございます。また、パソコンの更新に係る消耗備品でありますとか、職員のメ

ンタルヘルスの研修、あるいは休日の新型コロナウイルス国ク国ン国国ということ、あ

るいは自動的お釣りの機械、お釣りの機械のアップデート委託料等を上げさせていただ

いてるという内容でございます。

資本的補入支出のほうでございますが、まず資本的補入ということで、補助金のほう

で国、県の補助金が６８２ももを上げさせていただいております。また、企業債のほう

で、病院施設改良事業債ということで９７０もも、器械備品の整備費、整備債というこ

とで１１０ももを見込ませていただいております。具体的な内容ですが、国国補助金の

増額、あるいは企業債を新たに計上をさせていただくという内容でございます。
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先に支出のほうも申し上げますが、資本的支出でございますが、病院施設の改良事業

費として９７９もも、そして有形固定資産の費入ということで４２７も ０００もを計

上させていただいております。具体的な内容につきましてですが、病院施設の改良事業

費につきましては、新館の冷温水発生県置の更新工事に９７９ももを計上しております。

また、有形固定資産の費入のほうでございますが、心電図のモニターであるとか、ポー

タブルのエコー、事務用のパソコン、ビデオの喉頭鏡あたりの４点を計上させていただ

いております。合わせまして４２７も ０００もということの内容でございます。

補正予算に係る説明を以上で終わりたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 失礼いたします。私のほうから、ただいま町長から提案の

ありました各会計の補正予算につきまして、その地方債に係る部分の、若干追加説明を

させていただきます。

まず、議案第６６号、一般会計補正予算（第５号）に係る地方債補正でございます。

タブレットページ７７ページに第２表として、補正を表書きをしております。補正内容

につきましては、限度額のいずれも増でございます。過疎対策事業につきましては補正

後４歳 ４００もということで ４６０ももの増額になります。こちらにつきましては、 

ただいま町長のほうから歳出の説明のありました主には林業モデル事業の単町の補助部

分であったり、土土修繕の新たな追加部分であったり、そうしたものに対して過疎債を

活用させていただきたいというふうに考えております。ハード事業でございます。

続いて、災害復旧事業につきましても限度額の増額でございます。 １５０もという

ことで ７５０ももの増額でございます。こちらにつきましては、今回、災害復旧の関

係で補正をお願いしております公共土木、林道、それぞれの災害の財源に充てさせてい

ただきたいというふうに思います。一般会計では、合わせて ２１０ももの今回のた債

の増額をお願いをするものでございます。

続きまして、特会のほうですけども、介護サービス事業の特別会計のほう、新たなた

債でございます。タブレットページ１１５ページに第２表として記載をしております。

今回、あかねの歳のほうの介護浴槽を更新をされるということで、こちらの財源に介護

サービス債２３０もも、過疎対策事業２２０ももということで、２分の１ずつのルール

ということでのた債を今回たこさせていただきたいというふうに思っております。その

他のた債条件につきましては、表に記載のとおりでございます。

続きまして、再生可能エネルギー特別会計のほうでございます。タブレットページ１

２５ページのほうに、第２表地方債を記載をしております。こちらも新たなた債でござ

います。電気事業債といたしまして、限度額 ７００ももを今回たこさせていただきた

いと思います。条件につきましては、記載のとおりでございます。今回、先ほど町長の

ほうからも導水路の改修工事の財源として ７００ももということで説明があったとお

りでございますけど、今回の ３００ももの財源として、まずは前年度繰繰金の３８７
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も ０００もを活用させていただくこと。そして、万先順位の２番目として、電気事業

債を活用させていただきたいというふうに思っています。こちらにつきましては、全体

事業費のうち、のり事工事等、この電気事業債の対象事業とならない部分を除いた ７

００ももを上限としてた債をたこさせていただきます。

この２つの財源で不足する部分、２１２も ０００もにつきましては、当年度補内の

中から補内として見込まれるものを、歳入予算を充てさせていただくというふうに考え

ております。基金の活用等も検討いたしましたけども、将来的な導水路等の改修も含め

まして、基金活用は今回は留保させていただいて、電気事業債の活用というふうな判断

をさせていただいたところでございます。

以上、説明を終わります。

○議長（山本 芳昭君） これより、各課に対する質疑を許します。

まず、議案第６６号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第５号）から質疑を行い

ます。タブレット１４９ページからの補正予算説明附属資料に沿って、各課ごとに質疑

を許します。

初めに、１５０ページ、総務課について質疑を許します。

５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 最初の町有財産整備管理事務ですけど、支障木伐採費用

が見込んでありますけど、これ、どこの支障木を想定されているものか、ちょっとお教

え願いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 今回お願いしております支障木の伐採につきましては、本

年度、まなび宿あびれの敷地で事業化を予定されております林業関係の事業者に、敷地

の一部を売り払う予定にしております。いわゆる敷地内の道路を町の施設として引込み

をしております電線あたりに、今、木がかかって支障になってる部分、この部分につい

て、今回、町のほうできれいに整備をさせていただくことで、今後共有をしていく施設

になりますので、そういった意味で、この切りできれいにさせていただくいうというこ

とで予算計上させていただきます。

またあわせまして、三本松の、鳥取県からいただいた農場跡地、こちらにつきまして

も、県道からの引込線がやぶの中を通っております。安全性を鑑みまして、こちらもや

ぶを少し整理させていただいて、安全な受電を目指したいというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 私は下段の日南町単独災害の補助金、これについて説明

を求めてみたいと思いますけども。実際に単独災害で申請があったのは大体２５件の見

込みだと表記してありますけども、公共土木の災害に該当しないで日南町の単独災害を

利用したいと、上限２０もの事業なんですけども。実際にそういう件数が見込まれてい

－１９－



るのかということと、それから復旧するのに総事業費、単独災害を使って直したいとい

う需要額も分かれば教えていただきたいというふうに思いますけども、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 単独災害緊急対策事業につきまして御質問いただきました。

今回、説明書のほうに書いてございます２０ももの単価掛ける２５件の見込みにつきま

しては、あくまでも見込みでございます。今現在、建設課のほうで災害復旧として査定

に向かえるかどうかというふうな検討をしていただいております件数が約５０件。その

うち半分程度がなかなか対象にならなくて、単独災のほうに回ってくるのかなというふ

うな見込みで２５件というふうな試算をしております。単価の補助金の２０ももにつき

ましては、３０年災の実績から３０年災の平均の補助額が１７ももでございましたので、

約２０ももというふうなことを平均額として、２５件相当ということで、今現在は見込

みとして計上しております。実際に何件か相談は受けておる案件はありますけども、順

番としては、まず建設課のほうで災害復旧に乗るか乗らないかという判定の中で、その

後単独災のほうに採択が回ってくるのではないかなということで、今現在は具体的な件

数ではございません。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１５１ページから１５２ページ上段、企画課について質

疑を許します。

２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 電算管理運営事務につきまして伺います。ウイルス対策

ソフトの更新ということでございますが、この台数と、そのライセンス期間について伺

います。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 失礼します。お尋ねのウイルスソフトの関係でございます。

現在、見込んでおりますのは２００台を想定しております。それから、期間でございま

すが、現在の予定では無償の期間は２０２４年７月末まで、有償サポートになりますと

あと２年延びるようなことで、現在、確認を取っております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ウイルス対策ソフト２００台に導入されるということな

んですけれども、インターネット系の部分ということで、セキュリティー的には一番低

い部分と思いますが、この予算でライセンス以外に導入の作業費というのが同額見込ま

れております。一般的に、これだけの台数をウイルス対策の管理をしようと思えば、管

理する、どういうんでしょうか、ソフトが一緒についておって、現状を逐次確認ができ

る、あるいはウイルスパターンのアップデートができるというような仕組みになってお

ろうかと思うんです。全く違うメーカーのウイルス対策ソフトを入れるんであれば、こ

のような委託料が必要かと思うんですけども、同様のソフトのアップで、いわゆるライ

センスを継続して使う中において、なぜこのような作業費が必要なのか、その根拠を教
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えてください。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 失礼します。今回費入するウイルス対策ソフトでございま

すが、ライセンスは新たな、推奨されますウイルス対策ソフトを入れさせていただく、

導入する予定でございます。したがいまして、こういったいわゆるセットアップ等も新

たに必要ということで予算の計上をさせていただいております。予算の執行につきまし

ては、鋭意効率的かつ最小限にとどまるような執行に努めさせていただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ちょっと理解できなかったんですけども、今現在のウイ

ルス対策ソフトとは違うソフトウエアということでいいんですか。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 御指摘のとおり、そのように御理解いただければ結構です。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 何か理解できないんですけど、今まで使っていたソフト

ウエアというのは機能的に問題があったのか、そのソフトウエアっていうのが、もう発

売されなくなったのかどちら。非常にこの辺の経費というのが台数も多いわけでして、

いろんな関係でソフトウエアというのの機能というのを比較しながら当初入れてあるは

ずなんですけども、このタイミングでなぜこういうことになったかという、ちょっと腑

に落ちんとこがございまして、もう一回伺います。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 失礼します。経過から申し上げますと、予算の説明資料に

記載を一部しております。今春判明、まだ、いまだ業者からはその公表をいただいてな

いような現状の中で、今、保守あたりを、連携しております事業者からの情報も今年の

春でございました。それから何を入れるかというところで検討してまいりました。現在

県カフィーというような、具体的名称を申し上げますとそのようなウイルス対策ソフト

を入れております。今後、今現在の使用の端末に、また今後ウイルス対策の状況をいろ

いろと検討する中で、ウイルスバスターを新たに導入をするというようなことで、御質

問いただきましたような内容、経費が必要ということで今回計上させていただいたもの

でございます。延長期間やサポート期間等は申し上げたとおりでございますけども、今

後の開発ソフト側、ウイルスソフトを開発しておりますところの運用がまた変われば、

保守サポート期間も変わってくるというような流動的な部分もございますが、現時点、

確定してる部分で今最適なものを入れさせていただきたいということで御理解賜ればと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） １５２ページの企業支援対策事業ですけど、大変心配り
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のある事業ではありますが、この受付期日と、その締切りですね、いつまでこの受付を

されて、いつが締切りとされるのか、明示願いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 失礼いたします。現在の予定でございます。本補正予算可

決いただいた暁には、その日から来年の１月３１日までを今現在予定をしてるところで

ございます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） いいですか。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） この事業、コロナ対策ということで、財源については国

の臨時交付金を使うということなんでしょうか。それから、県のほうも今、コロナ対策

の補助金というのを検討しているようですけれども、あわせて、もし使うんであればど

れぐらいの額が見込めるのかっていうのが分かれば教えてください。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的に、今回は一般財源として計上させていただいておりま

す。おっしゃられるように、国の交付金、あるいは、まだ正式な文書には来てませんけ

れども、県あたりの、どういいましょうか、臨時交付金的な内容のものが来る予定だと

いうふうには聞いておりますが、ちょっと未確定でもありますし、また、これからうわ

さ話ですけども、補正予算等も、国のほうの、というような考え方もありますので、最

終的にはちょっと組替えをさせていただくということを前提に考えておりますけども、

本議会の中では、当事一般財源として整理をさせていただいておりますので、将来的に

は組替えをさせていただくように考えてます。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 同じ企業支援企業対策事業ですが、この対象者というの

を、農業者であるとか、農業法人も対象になるのかどうか伺います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、農業の中の法人のほうを対象としていきたいとい

うふうに思っております。現時点ではそういう考え方を持っております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） そうしますと、今年は米価が下がるというふうに伺って

おりますので、その法人の規模に関しては普通、例えば自治体の法人みたいなのも該当

するわけですか。法人でなくても農業組合みたいな、農業団体みたいな、どこまで。も

しかあれでしたら、また後ほど伺っても結構ですが。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御承知のとおり、昨年度、国あたりの事業もありました、持続

化給付金。あるいは町としても下支えをするということで、いわゆる国が５０％以上の

減少率というのが昨年度の考え方でありましたけど、町とすれば１５％からということ
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で、多くの事業者の支援をしたいという経過の中で実施しました。昨年の実績あたりを

見ましても、法人のほうが、町の事業に関係する部分につきましてはいわゆる１５％か

ら４９％のところが法人的には２事業者というのが実績でありまして、国の５０％以上

というのは町のほうでは把握できませんので、分かりませんけれども、そういった実態

があるというところの中で、今回は町単独ということで１５％以上ですけど、現在の規

定にあります決算書あたりの把握もしていかないといけないという状況もありますし、

指定的には商工会のほうにお世話になるというようなこともありますので、当事は農業

の法人、昨年度該当者がおられました法人という形を今回は一定の整理をさせていただ

きたいというふうに思っておりますが、今後の展開によりましては、また別の国の事業

もあったりしますので、その中で整理をしていきたいというふうに思っとります。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） ということは、昨年国がした助成では、５０％の分では

個人の農業者も入ってましたけども、今回はこれには入れないというふうに理解すれば

よろしいですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） お見込みのとおりだというふうに思ってますし、また国のほう

も、昨年の国のほうもいろんなやり方はあるのかもしれませんが、国の場合は、個人の

場合は上限１００もという形の中で、あるいは一月が５０パー以上という話の考え方で、

年間分との比較をっていう話の整理の仕方だったというふうに思っておりますが、少し

ちょっと個人的に考えますと、町の事業ですので、その辺の考え方は今後整理していく

必要性があるというふうに思ってましたので、年間の補入支出っていうところが、やっ

ぱり、考え方はそうですけど、具体的なところの中では国の事業あたりは少し、どうい

いましょうか、現状と乖離があるのではないのかなという認識は持ってるところですの

で、そういったところも整理しながら、今後の在り方を検討したいと思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 同じあれですけど、この支給に係る事務を商工会のほう

に委託されるわけですけど、この申込みなどもやはり商工会のほうが事務を担当される

のか、また、その申込用紙とか、そういうものの配布とか様式とか、そういうものはも

う考えとして出来上がっていると考えてよろしいですか。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 現在は、議員御質問のとおり商工会を申請窓口としまして、

書式等もおおむねできておりますので、可決いただいた暁には速やかに段取り、また広

報等の周知図ってまいりたいと考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 関連ですけども、先ほどの答弁の中で、農業者について

は法人適用するということでありましたが、その法人っていうのは組織形態のみでなく
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て個別形態の法人でも対象にするということでありましょうか。そこの辺、個人と個別

経営体の法人との関係っていうのもあろうかと思いますが、どうでしょう。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、法人格を持っていればいいというふうに思ってま

すし、また当然、書類的な決算的なところも必要になってきますので、そういったとこ

ろをクリアしていただくことは条件的には入ってくるのかなというふうに思ってます。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１５２ページ下段から１５３ページ上段、住民課につい

て質疑を許します。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ここに住民課２つが出てますが、この説明資料以外に町

長が説明した内容について御質問してもよろしいでしょうか、議長。

○議長（山本 芳昭君） どうぞ。

○議員（１番 大西 保君） そうしましたら、町長の説明で、水質の検査費用、臨時

検査につきまして、２７も ０００も、これについては一検町が支払って、後で請求す

る。これは合意してるということですが、これは合意者はどちらさんと話しされて合意

されたんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 臨時の水質検査が必要とする場合における相手方の事業者とい

うことで御理解いただければと思いますし、正式なことを言えばセントラルの事業者と

いうことで説明をさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） じゃあ、県長と合意したということですね。ここでお聞

きしたいのは、今回２７も ０００もはこれから発生するのか、もうしたのか、どうな

んでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 検査でもいろいろな、どういいましょうか、小原川以外のとこ

ろもありますので、全体予算が不足してきたっていう話ではありますので、その中の一

部も含めて、臨時分も想定されるので、という状況でありますので、補正のお願いをし

たということであります。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） すみません、水質検査全体で、セントラルに限って定期

検査、臨時検査、費用は幾らですか。今、おかしなこと言われましたよ。いや、ですか

ら、臨時検査は予算で２２も ５００もを見ておられるんですよ。それで定期検査で６

０回、これ、１１０も強見ておられる、これ６０回。それ以外に、今回補正で２７も

０００もですが、これ、セントラル以外ですか、セントラルでしょ、全て。どうなんで

すか。おかしい。
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○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 予算の中の検査費用の中には、日南町の清掃センターの水

質検査であるとか、キャンプ場の水質検査、そういったものも含められて検査というこ

とで計上しておりますので、セントラル関連の水質検査のみではないということで御理

解ください。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 予算審査で全体の検査費用、今言われたとこ、セントラ

ルを抜いた金額を私、説明したんですよ。それをちゃんと予算審査のときに補足資料頂

いたわけですよ、それで私、今話しておるんですよ。それでセントラルに限って、定期

検査６０回、１１０も、それで臨時検査は１０回、２２も ０００も。これは３月の議

会であったわけですよ。だから、今の２７も ０００もは清掃センター、それからセン

トラルなんですか、そしたらセントラルは幾らなんですか。

○議長（山本 芳昭君） 大西議員、これから想定をされるということで、この予算を上

げておられますので、具体的にセントラルが何回という想定ではないと私は理解をして

おりますが、答えていただけますでしょうか。

淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 今、議長がおっしゃるとおり、これからどういったことが

想定されるか分かりませんけれども、そこばっかりでなくて、水質検査が必要になった

場合には当然、ここの予算を使用して行いますけれども、今現在では定期検査でほぼこ

の予算を、残りの残予算を消化してしまう予定になっておりますので、今回、臨時分の

ということで２０もばかりですけれども、計上させていただいておるということです。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 私、当初町長説明で、臨時検査２７も ０００もを説明

されたときに、この２７も ０００もは一検町は支払って後で請求すると、それで合意

してると言われたんですよ。これ、セントラルの話でしょ。なおかつセントラルの話し

したら事業者とは合意したと言われる。これ、セントラルの話でしょ。これ、清掃セン

ターの事業者ですか。お答えください。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今後発生する中で、臨時の検査をする必要性がある場合につき

ましての財源はセントラルからいただくことは合意しておりますっていう説明をしたつ

もりでありますので、説明不足であるようでしたら、御留意いただきたいと思いますが、

あくまでも予算ですので、要は全体の経費が少し窮屈になったので、今回分を補正をさ

せていただきたいということの内容でございます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） すぐ終わりますけども、実は令和２年度の実績の９８も、

定期検査とか、臨時検査の合計が。そして今回、これ全部入れると、セントラル関係と
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想定した場合１６０もになるんですよ。私はこれを言ってるです、なおかつ３月の議会

で予算審査で指摘しとるわけですよ、セントラルが持つべきだという審査意見出してお

りますね。それに対して今回、２７も ０００もが町長の説明で相手の合意を得たと言

われたので、ああ、前に進んでるなと。６月議会の一般質問しましたが、一歩前進かな

という感じを持っておったんで、今まで。説明では清掃センターの費用、それから予算

を見とくだけだと。これもうちょっと監視しないといけないんで、質問はここまでにし

ときますけども、監査委員さん、よろしく国ェックお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 住民課の住宅改修助成ですけども、財源が一般財源にな

ってますが、過疎債ソフトも従来、当町でも使っておりましたが、なぜ一般財源になっ

たのでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 最初にお話があったように、過疎債の、いわゆる枠といい

ましょうか、限度額というか、割当てといいますか、がありまして、その金額を既に町

のほうでほぼ消化しとるということで、今回は過疎債のソフトを使わずに一般財源とい

う形での計上となっております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 今、過疎債ソフトの発行済額見込額は幾らでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 対象事業の資料を持って上がっておりませんので、詳しい

ところは御説明できませんけども、今年度も発行限度額約 １００ものうち、発行、い

わゆる対象事業として手わげができる２わの数字、約１歳 ０００もを既に対象事業と

して当初予算で計上をしておるところでございます。それを超えてというふうなものが

今回いろいろと補正で、今後も含めて出てまいりますので、それについては当事、一般

財源で最終的にも向かわざるを得ないのかなというふうに考えております。実際、令和

２年度は限度額の ０００もしか最終的には来なかったということがございますので、

今後の予算化に当たっては、一般財源を使うつもりででも取り組む事業として向かって

いきたいというふうに考えてます。

○議長（山本 芳昭君） ７番、古都勝人議員。

○議員（７番 古都 勝人君） 今の住民課の住宅改修関連で、若干伺ってみたいと思っ

ておりますが、いわゆる当初予算でありますと、大工さんや左官さんが来て、工事をさ

れて精算して補助金をいただいてやるわけですけれども、お盆があったりとかいうのが

ありますが、この時期に補正をされて、工事に入って、完成して交付金をいただくと、

もう雪が降るような頃になりましてから、お年寄りの方なんかは、非常に評判のいい事

業ではありますけれども、やはり商工会からの商品券的なもの、現金でなくて、これが

なかなか使えないと。非常にいい事業だけども、使いにくいというような話がありまし
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て、当初であれば１年間あるわけですけども、この時期の補正の場合に、今からそうい

ったものもらってもなかなか使えないというような話をこれまでも何回かは聞いていた

ことがありますが、それについてのお考えをお聞かせいただきたい。例えば、９月、１

２月となりますと、補正されましても使いにくいので、全て交付金で渡すというような

ことは考えておられないのかどうかお聞きいたします。

○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 初めに、商品券、これ、商工会の商品券でございますので、

有効期限、たしかそのときに、発行するときに切ると思います。ですので、確定が出た

ときに６か月という期限ですけれども。ですので、仮に３月、年度の終わり頃になって

確定通知をもらい補助金をもらい、商品券もらいということになった場合でも、そこか

ら６か月間は使用できますので、その辺りは心配なく、その間に使っていただけたらと

いうふうに思います。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ７番、古都勝人議員。

○議員（７番 古都 勝人君） おっしゃることは分かるんですが、この制度をつくった

初年度、定例会４回とも補正をされた経過があるわけです。そのときに出た話が、年度

当初なら使えるけども年度の終わりになってから現金、いわゆる金券をもらっても使え

ないということですが、そういう話もあって、一検はお話をさせていただいたんですけ

ども、そういう配慮はされないわけですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 住民の皆さんから、そういう感想があったり、御意見があった

という話はしっかりと受け止めたいというふうに思っとりますが、今までこうした形で

継続してきておりますので、どういいましょうか、将来的な考え方の中の一つとして、

議論として検討していきたいというふうに思っとります。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１５３ページ下段から１５５ページ、福祉保健課につい

て質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、１５６ページから１５７ページ、農林課について質疑を

許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） タブレットページの１５７ページの上段です。コンテナ

苗を作るに当たって、予算の組替え等のことは先頃の全協で説明がありましたので、予

算の内容については問いませんが、この問題は、要するに、資料にも書いてあるとおり、

阿毘縁の幼稚園と体育館を利用することによって、改修することによってという説明で

した。一番私が問いたいのは、森林組合との契約が今年の８月３日に町有地の建物と土

地との貸付契約が正式に成立したということでもありましたけども、既に森林組合が町

内の企業に事業の発注をされておったいうことで、町長は森林組合に状況の説明を求め
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るということで、文書で求めると言われましたけども、その後、正式に回答はあったの

かということを１点問います。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 結論から申しますと、まだ報告書は来ておりません。というの

が現状でありますが、そういうことをしていただくことのお願いは重ねて申し出ており

ます。といいますのが、結果がどうこうということではなくて、補助金で対応するもの

でありますので、町としてもしっかりその情報だけは理解をしておきたいということで

お願いをしておりますので、ただ、内容的に申し上げると、どういいましょうか、最終

確定ができているかどうかっていうところはちょっと時間がかかる内容ではないかなと

いうふうに思っておりますので、状況的には今の、申し上げた状況であります。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 大変、難しいいろいろなことがあるとは思いますけども、

やっぱりきちっと町として契約、法的な違反行為であったので、至急に森林組合に対し

て報告を求めていただきたいという意見を申し上げておきます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ２１世紀水田農業確立対策事業の中で、ス県ート農業の

助成ということで３事業者ありますけども、この内容について、どのようなス県ートな

機械が導入されるのかということを伺います。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今回、２１世紀水田農業のほうで、補正をしておりますス

県ート農業の事業でございます。単県事業で当初、県のほうの予算が６月に補正があり

まして、ほぼわの予算がまた６月補正でついております。その結果、再度町のほうから

要望することができまして、今回補正をさせていただいているというところです。今回

の導入されるものにつきましては、直線キープ条間アシストつきの田植機というものが

１つ。それと、同じく直進アシストつきのトラクターというもの。それとＧＰＳナビ付

肥料散布機と直進アシストつきの田植機が１つと。さらに、トラクターの自動運転シス

テムというものが導入されておりますオートトラクターというものが、この今言いまし

た５つの機国が３事業者に導入ということで要求をしております。

○議長（山本 芳昭君） ７番、古都勝人議員。

○議員（７番 古都 勝人君） 堆肥生産の関係のところでお伺いいたします。県ニュア

スプレッダーを更新するという話ですが、これまで私の認識では、民間所有のものが１

台、それから施設所有のものがあったりして、やっておられましたけども、今回の導入

については、いわゆる堆肥センター所有のものを更新するということでございましょう

か。あるいは、これまで民間事業者の方のものもあったわけでして、かれこれ十二、三

年たつと思いますけども、これとの関連性について御説明をいただきたい。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。
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○農林課長（坂本 文彦君） 現在、堆肥センターのほうでは県ニュアスプレッダー２台

を使用しまして、町内全域を散布をしております。議員おっしゃられましたとおり、１

台は民間所有のものを借りるという形で行っておりました。当初、堆肥生産のほうは平

成１１年からスタートして、その際には全て町有のものでスタートしております。です

が、１９年に民間のほうのものを借りてしているというところで、今は２台体制という

ことになっております。今回更新しますのは、民間で貸与していたものについて、改め

て原点に戻り、町有の堆肥生産、堆肥生産施設でございますので、これからまた有機農

法というところも全国的に国の施策として上げられております。散布につきましては引

き続き安定した需要もありまして、今後これを満たしていくためにはやはり２台体制と

いうことはどうしても確保していかなければならない問題というふうに考えております

ので、今回につきましては、町のほうで更新をしまして、新たに２台体制と、また整備

をして、今民間で使用されておりますものにつきましては、部品取りというような格好

でしていきたいというふうに考えております。

○町長（中村 英明君） 次に、１５８ページから１６１ページ、建設課について質疑を

許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） このたびの豪雨災害７月、８月の豪雨災害で予算を計上

されています。日南町の被害総額、これも先頃の全協でもお話がありましたけども、全

協以降も、もしあればということと、被害総額をどれだけ見積もっていられるのか。工

事請負費の予算出ていますけど、その点についてお聞かせ願いたいし、冒頭に総務課長

にお聞きした単独災害も含めて、日南町の７月、８月の豪雨災害の実態について、でき

れば件数と被害総額が分かれば教えていただきたいと思います。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） このたび、８月の豪雨が一番大きかったんですが、日南町

としては７月からの雨、梅雨前線に絡んだ災害も含めて、今回、その災害復旧に向けて

の予算をお願いしたところです。

被害総額とありますが、１５９ページからは耕地災害復旧、事業の総額として ２０

０もも、公共土木施設災害復旧事業は ８００もも、それと、林道関係の林業災害復旧

費としまして、 ２７０ももの総額として追加分の補正を今回お願いをしているところ

であります。

被害報告につきましては先月の全員協議会でお示ししたとおり、道路関係で現在のと

ころで１７件、河川で１件、それと農地、農業用施設関係で１６件、合わせて３４件を

見積もって今回しております。説明した以後の状況ではありますけれども、現在、それ

ぞれの被災箇所の詳細な測量調査を始めたところです。ですので、増減は現場的には補

助災害に向かうもの、それと総務課の特に、農地、農業用施設に関しましては、特に補

助災害に向かえないと、先ほどの総務課のほうの単独災害で対応していただくというよ

－２９－



うな割り振りを、これから、まだ現在進めているところであります。ただ、今回、ちょ

うどもう稲刈りの時期になっておりますので、小さいものに関しては農道の確保とか、

そういったものを実際されている方もおられますし、補助災害でこれから、せんだって

も農政局と協議しまして、補助災害で向かう農道の確保とか、そういったものでまだ色

分けを進めているところでありますので、詳細な、何が何件というところは現在のとこ

ろはまだ詰めておりません。ただ、被害報告につきましては、町の中で、前回１１０件

程度あるというようなことで御説明しましたが、それ以降にも被害届は増えている状況

にあります。そうしたものを組み込みながら、当事、災害復旧事業の補助に向けていけ

るもの、それと、補助災害に向かっていけないもので総務課のほうで対応していただく

もの、そういったものを色分けしながら進めていきたいと思いますので、今回の補正予

算の中で、範囲内で執行しながら、また精査を受けたいと思います。

また、冒頭の町長の挨拶でもありましたが、激甚災害の指定も部分的にですけれども、

内閣府のほうから発表があっております。それによってまた補助率も変わってきます。

それに伴って、受内者の負担も変わってきます。そうしたものの変動要因もありますの

で、災害復旧事業につきましては、枠取り予算の形ではありますが、そうしたものを確

保しながら受内者、利用者に有利な方向で進めていくという進め方をしてるということ

で御理解いただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１６２ページ、教育委員会について質疑を許します。

６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 教育委員会の中で理科室の張り替えの工事がございます、

だったと思うんですが、理科室なわけですから当然薬品を使いますよね。床材というの

はそういうことは考慮した材料なんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 村上教育次長。

○教育次長（村上 伴樹君） 失礼します。議員言われるとおり、理科室ですので薬品等

も使って実験等も行いますので、そういうものにも対応できる、そういうシートを張り

替えるというふうにしております。

○議長（山本 芳昭君） 以上で議案第６６号の質疑を終わります。

次に、補正予算説明附属資料に該当のページはありませんが、議案第６７号、令和３

年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で議案第６７号の質疑を終わります。

次に、タブレット１６３ページ、議案第６８号、令和３年度日南町介護保険特別会計

補正予算（第２号）の質疑を許します。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） ここで地域支援事業が、補正が上がっておりますけれど

も、主に人件費ということなんですけども、この財源の捻出ということも含めて伺いま
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すけども、いわゆる通所型サービスが、特に、具体的に言えば百歳体操などの補助金が

大幅に今年度減るんではないかなと思いますけども、その財源を使ってこういった補正

に対応するということも考えられるわけですけども、通所型サービスと、あるいは訪問

型サービスも含めて、今どういう状況にあるのでしょうか、伺います。予算上のことで

す。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 通所型サービス、今の百歳体操の件でありますが、７

月に鳥取県の西部地区に特別警報が出されて以降、今休止をさせていただいてるという

ような状況であります。この休止期間というのも、はや２か月がたとうとしております

ので、今後開催方法につきましてはそれぞれの団体のほうで協議をしていただきながら、

９月から再開に向けて御案内をしてるとこでございます。

実績につきまして、最終的にはまだ精査ができてないところではございますが、今年

度からいろいろな部分で補助金の見直しも行っております。そういった関係で、地域に

よっては年額でこれだけの使用料が必要だという施設もございますので、今後実績を見

ながらお支払いをしていくということで、まだ精査段階ではないというふうに考えてお

ります。

○議長（山本 芳昭君） いいですか。

以上で議案第６８号の質疑を終わります。

次に、１６４ページ上段、議案第６９号、令和３年度日南町介護サービス事業特別会

計補正予算（第１号）の質疑を許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） あかねの歳の入浴県置を更新されるということなんです

けども、介護サービス債と過疎債と、た債をされて費入されるということですが、これ

まで、いつも私申し上げている、県会福祉法人あかねの歳に負担を求めるのか、金額は

非常に少ない金額なんですけども、ちょっと町長の答弁をしっかり求めておきたいとい

うふうに思いますが、今回の補正ではどう対応されるのかということです。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 懸案であります町への償還っていう話の内容だというふうに思

っておりますが、今までの経過というのは皆さん方御承知のとおりだというふうに思っ

ています。ですから、赤字の場合は、最初のときには延期っていうような状況だったけ

ど、最近は免除という形を取らせていただいております。その理由とすれば、決算上の

経営的な話が基準になるというふうに思ってますので、昨年にしても、若干のよい数字

が生まれつつあるというのが現状であります。ですから、１年間に規定上の償還表上で

いくと約 ０００ももいの数字が上がってきてるという計画はありますが、なかなかそ

れに実態に合うような形が今後も続けれるという話ではないっていうふうに理解してお

ります。ですから、今、町と福祉会のほうで、その償還に向けた基本的な考え方ってい

－３１－



うのを構築するように、今年中にはしたいというふうに思っておりますので。ですから、

どう言いましょうか、同じ黒字が生じてでも、金額に応じて、福祉会としても将来的な

ところの蓄えも必要でしょうし、あるいは人への投資っていうことも必要だろうってい

うふうに思っておりますので、ですから、お互いが合意できるような形の中で、少しず

つでも償還をしていくっていう基本的な捉え方の中で、これから詰めていきたいという

ふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） 以上で議案第６９号の質疑を終わります。

次に、１６４ページ下段、議案第７０号、令和３年度日南町再生可能エネルギー発電

事業特別会計補正予算（第１号）の質疑を許します。

６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 再生可能エネルギー発電事業の新石見発電所の導水路の

工事ですが、工事の期間というのは何か月ぐらい、１か月でできるとは思いませんけど

も、何か月ぐらい見込んでおられますか。

○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 詳細な設計はこれからということになりますが、このたび

のこの事業費の標準的な工期からすると、約３か月は少なくともかかるじゃないかなと

いうふうには思ってます。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） ３か月ということですが、売電補入が当然なくなってし

まいますので、できるだけ短期間でというのを、お願いするわけではないですけど、の

ような計画をしていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 災害がたきてから、仮復旧しながら使っておりますけど

も、この補正予算で全てあの部分については改良されて、問題なく以降使えるというこ

とでよろしいでしょうか。

それと、３か月ということがありましたけども、工期はいつを予定をされております

か。

○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） ６月の総務教育のほうでも御説明させていただいたとおり、

このたびの工事にかかる一つのきっかけとなりますのが県の落石衛止ネットの工事です。

まずそこを撤去して、それからまた新しいもの、今の計画では水路から上の部分を張り

替え、また、水路から下の部分も張り替えというような工事になっておりますんで、ま

ず、少なくとも県の工事で水路から上の部分を張っていただいた後でないと安全が担保

できませんので、それからの工事になります。ですので、今聞いてるのは、秋以降に県

のほうが発注しますよというお話を今聞いておりますんで、もしかしたら着手もこちら

の工事についてはもう年度末に近くなるかもしれません。その辺りはまだこれから詰め
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てまいりますけれども、それからの工事になりますので、ちょっと今はっきりと何月に

着手できるということはちょっと今申し上げられない状況です。

それで、今回の工事につきましては、この落石衛止ネットの後ろ６９メーター部分の、

今この事業費でございますんで、もう少しまだその前後、古い水路が残っておりますの

で、それを年次的にまた修繕していく、長く使っていくためにはやっぱり修繕といいま

すか、改修が必要になってくるというふうには思っています。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） この予算では、町のほうの改修に対しての予算なわけで

すけど、県のほうが、先ほど秋以降に着手予定という報告でしたが、県のほうと日南町、

要するに日南町がいつからさばれるか、大変皆さん注視しとるとこですが、その辺の連

絡体制というのはしっかりできて、県のほうの進捗状況というのは町のほうに連絡いた

だけるような状態になっておるわけですか。

○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 県のほうにもこちらからお願いした工事というようないわ

ゆる側事もございますんで、ですので、県のほうの発注、それから、それが決まりまし

たらまたこちらのほうに連絡はいただけるものというふうに思ってます。

○議長（山本 芳昭君） 以上で議案第７０号の質疑を終わります。

次に、１６５ページ、議案第７１号、令和３年度日南町簡易水道事業会計補正予算

（第１号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で議案第７１号の質疑を終わります。

次に、１６６ページから１６７ページ、議案第７２号、令和３年度日南町病院事業会

計補正予算（第２号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で議案第７２号の質疑を終わります。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第６６号から議案第７２号の補正予

算関係７議案は、審議の都合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第６６号から議案第７２号

の本日の審議は、質疑までにとどめることに決定いたしました。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時１５分からといたします。

午前１１時０４分休憩

午前１１時１５分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
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・ ・

日程第１０ 報告第４号

○議長（山本 芳昭君） タブレット１６８ページから。

日程第１０、報告第４号、令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資

金不足比率についてを議題とします。

これについては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第

２２条第１項の規定により、報告が求められていますので、これを許します。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 報告第４号、令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び公営

企業の資金不足比率についてという報告議題であります。地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項の規定によりまして、令和２年度の

決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を別紙のとおり本議会に報告

するものであります。

最初に、令和２年度決算に基づく健全化判断比率の内容でございますが、比率が４項

目ありまして、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の４

項目であります。いずれの会計も赤字は生じておりません。また、将来負担率のほうも

ゼロ以下でございます。また、実質公債費比率につきましては⒎０％で、昨年度の⒎２

％から２％改善をしております。

２つ目の項目の令和２年度決算に基づく公営企業の資金不足比率についてでございま

すが、４会計ありまして、再生可能エネルギー発電事業特別会計、簡易水道の事業会計、

下水道の事業会計、病院の事業会計の４つであります。いずれの会計も資金不足は生じ

ておりませんので、御報告を申し上げます。

以上、私からの報告とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） この報告について、質疑があればこれを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で報告第４号、令和２年度決算に基づく健全化判断比率及

び公営企業の資金不足比率についての報告を終わります。

・ ・

日程第１１ 議案第７３号 から 日程第１９ 議案第８１号

○議長（山本 芳昭君） タブレット１７６ページから。

日程第１１、議案第７３号、令和２年度日南町一般会計決算認定について、日程第１

２、議案第７４号、令和２年度日南町国民健康保険特別会計決算認定について、日程第

１３、議案第７５号、令和２年度日南町介護保険特別会計決算認定について、日程第１

４、議案第７６号、令和２年度日南町介護サービス事業特別会計決算認定について、日

程第１５、議案第７７号、令和２年度日南町後期高齢者医療特別会計決算認定について、

日程第１６、議案第７８号、令和２年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計決
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算認定について、日程第１７、議案第７９号、令和２年度日南町簡易水道事業会計決算

認定について、日程第１８、議案第８０号、令和２年度日南町下水道事業会計決算認定

について、日程第１９、議案第８１号、令和２年度日南町病院事業会計決算認定につい

て、以上、令和２年度決算認定関係９議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第７３号、令和２年度日南町一般会計決算認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度日南町一般会計歳入歳出決算を

別冊により本議会の認定に付するものでございます。具体的な内容につきましては、令

和２年度の決算書及び主要施策の成果という資料を御覧いただければというふうに思い

ます。

続きまして、議案第７４号、令和２年度日南町国民健康保険特別会計決算認定につい

て。地方自治法第２３３条第３項の規定によりまして、令和２年度日南町国民健康保険

特別会計歳入歳出決算を別冊によりまして本議会の認定に付するものでございます。内

容につきましては、令和２年度の決算書及び主要施策の成果を御覧いただければと思い

ます。

続きまして、議案第７５号、令和２年度日南町介護保険特別会計決算認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定によりまして、令和２年度日南町介護保険特別会計

歳入歳出決算を別冊によりまして本議会の認定に付するものでございます。内容につき

ましては、令和２年度の決算書及び主要施策の成果を御参照いただければと思います。

続きまして、議案第７６号、令和２年度日南町介護サービス事業特別会計決算認定に

ついて。地方自治法第２３３条第３項の規定によりまして、令和２年度日南町介護サー

ビス事業特別会計歳入歳出決算を別冊により本議会の認定に付するものでございます。

令和２年度の決算書及び主要施策の成果を御覧いただければと思います。

議案第７７号、令和２年度日南町後期高齢者医療特別会計決算認定について。地方自

治法第２３３条第３項の規定によりまして、令和２年度の日南町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算を別冊により本議会の認定に付するものでございます。令和２年度の決

算書及び主要施策の成果を御参照ください。

議案第７８号、令和２年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計決算認定につ

いて。地方自治法第２３３条第３項の規定によりまして、令和２年度日南町再生可能エ

ネルギー発電事業特別会計歳入歳出決算を別冊により本議会の認定に付するものでござ

います。決算書及び主要施策の成果を御参照ください。

続きまして、議案第７９号、令和２年度日南町簡易水道事業会計決算認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定によりまして、令和２年度日南町簡易水道事業会

計決算を別冊により本議会の認定に付するものでございます。令和２年度の決算書及び

主要施策の成果を御参照ください。
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議案第８０号、令和２年度日南町下水道事業会計決算認定について。地方公営企業法

第３０条第４項の規定により、令和２年度日南町下水道事業会計決算を別冊により本議

会の認定に付するものでございます。令和２年度の決算書及び主要施策の成果のほうを

御参照ください。

議案第８１号、令和２年度日南町病院事業会計決算認定について。地方公営企業法第

３０条第４項の規定によりまして、令和２年度日南町病院事業会計決算を別冊により本

議会の認定に付するものでございます。内容は令和２年度の決算書及び主要施策の成果

を御参照いただきたいと思います。

以上、説明を終わります。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 長崎会計管理者。

○会計管理者（長崎 みよ君） 議案第７３号から７８号につきまして、主要施策の成果

及び財産に関する調書で概要を申し上げます。

調書の１、２ページ、タブレットの調書では６、７ページになります。会計別に歳入、

歳出、差引きの決算額を前年度と比較する形で記載している表になります。一般会計は、

歳入額８２歳９８９も ０００も、歳出額７７歳 ３１７も ０００も、歳入歳出の差  

引き額は４歳 ６７２も ０００もです。この中には、令和２年度から令和３年度へ繰 

り繰した事業に充当すべき財源１歳 ２９１も ０００もが含まれておりますので、実 

質の補支額はその額を引いた３歳 ３８１も ０００もとなります。この実質の補支の 

額などにつきましては、決算書の一般会計の最終ページのほうに記載がございますので

申し添えます。

続いて、その次の国民健康保険特別会計です。歳入額６歳 １２４も ０００も、歳 

出額６歳 １１９も ０００も、差引き額は４も ０００もです。前年度との比較によ  

る歳出の増額要因は、保険事業費納付金の増によるものですが、国保の県一元化により

過去３年間の医療費等の経費をならして算出されますので、一元化前までほどの急激な

増減というのは避けられています。

続いて、介護保険特別会計です。歳入額９歳 ５５７も ０００も、歳出額８歳 ３  

７９も ０００も、差引き額は １７７も ０００もです。保険給付費及び地域支援事  

業費は、新型コロナウイルス感染及の影響で利用者側のサービスの利用控えや事業者側

の受入れ制限などにより減になりました。また、国、県の補助金の確定により返還額が

発生しますが、この返還額も前年度と比べて減ったことから、対前年度で減額となって

います。

介護サービス事業特別会計は、歳入額 ５９９も ０００も、歳出額 ５９９も ０   

００も、差引き額ゼロです。サービス事業費、公債費ともに大きく減額となり、前年度

と比較して減額となっております。

続いて、後期高齢者医療特別会計です。歳入額 ５１６もも、歳出額 ５０６も ０  

００も、差引き額は９も ０００もです。前年度にシステム更新や改修に要する支出が
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あったことから、歳出額は前年と比較して減額となっています。

再生可能エネルギー発電事業特別会計は、歳入額 ３１７もも、歳出額９２９も ０ 

００も、差引き額は３８７も ０００もです。前年度は新石見小水力発電所の導水路復

旧仮設工事や測量のための事業費があったことから、前年度と比較すると減額というこ

とになっております。

続いて、調書の５、６ページ、タブレットでは１０ページ、１１ページをお開きくだ

さい。一般会計の款別予算、決算額を記載しています。ここから歳入についてです。一

般会計歳入の決算総額は８２歳９８９も ０００もで、前年度と比較して６歳 ２４４ 

も ０００もの増額となりました。

款別で見ますと、１の町税の決算額は減補となっております。住民税は個人、法人と

も前年度と比較して減補となっております。軽自動車税は、課税台数は減少していると

ころですが、平成２８年度の税率改正及び令和元年１０月から開始された環境性能割分

が通年交付されたということを要因として増補となっております。固定資産税は、畜産

会県やリース会県、エネルギー関連会県等の償却資産について課税標準額の増加があっ

たものの、新型コロナウイルスの影響により課税猶予を行ったことから減補になってお

ります。たばこ税はほぼ横ばいの状況となっております。２の地方譲与税では、森林環

境譲与税が前倒し交付され、前年の２わ超となっております。６の法人事業税交付金は、

平成２８年に制度開始となったもので、令和２年度から交付が開始されました。７の地

方消費税交付金は、令和元年１０月の消費税率改正に伴い増額となっています。８の環

境性能割交付金は、令和元年１０月に自動車取得税交付金に代わって開始され、この令

和２年度は通年交付された最初の年となりました。１０の地方交付税の決算額は３２歳

５２７も ０００もで、歳入の３  ⒐４％を占めています。このうち普通交付税は２７

歳 ５７７も ０００もで、前年度と比較して増額となっております。新設された地方 

再生事業費の財政需要額が増額へ大きな影響を及ぼしています。一方、特別交付税は４

歳 ９５０も ０００もで、災害などの特別な財政需要は少なかったものの、有害鳥億 

対策や情報通信事業、除雪対策費などの事業費の増額に伴い、前年度と比べて増額とな

っています。１４の国国支出金です。特別定額給付金や新型コロナウイルス感染及対応

地方創生臨時交付金ですとか、新型コロナ国ク国ン国国体制確保事業費補助金など、新

型コロナウイルス感染及に対応する様々な事業の財源が交付されました。令和元年度も

繰繰しの災害復旧事業費などに伴う交付で大幅に増額となっていたところですが、それ

をさらに上回る交付額となりました。１５の県支出金です。災害復旧事業の事業費の減

少に伴う補助金の減額を大きな要因として、全体では減額となりましたが、県道の除雪

委託金は大幅に増額となっています。１６の財産補入です。微増となっております。町

有林の間伐材売払い補入は ０９０もも、またＪ－クレジットの売払い補入は５７８も

もで、前年と比べて１１８も ０００もの増額となりました。１７の寄附金は、前年度

と比較して、率としては最も大きな伸びとなりました。ふるさと納税の拡大に向けた事
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業推進が一定の効果をもたらしたものと考えます。１８の繰入金です。前年度と比較し

て増額となっております。地域医療総合確保基金からの繰入れは ７４４も ０００も、 

わかもの定住促進基金からは６８０もも、ブロイラー基金から施設修繕のために４４０

ももの繰入れを行いました。新型コロナウイルス感染及の影響で一部の事業を取りやめ

たことから、こどもゆめ基金からの繰入れは８も ０００もにとどまり、国際交流基金

の繰入れは２年連続で行いませんでした。町税等の減補が見込まれた中、財政調整基金

から ５６８も ０００もを繰り入れました。２１の町債は、前年度と比較して増額と 

なりました。また、地方交付税の不足を補う臨時財政対策債は発行限度額上限の ０４

３も ０００もの発行となりました。

次に、歳出です。調書の７、８ページ、タブレットでは１２、１３ページとなります。

一般会計歳出決算総額は７７歳 ３１７も ０００もで、前年度と比較すると４歳 ７  

３０ももの増額となりました。目的別、款別で見ますと、議会費、民生費、消衛費、災

害復旧費が前年度と比較して減額となっております。総務費、衛生費、農林水産業費、

商工費、土木費、教育費、公債費は増額です。１の議会費です。行政調査や県外で行わ

れる研修等の中止により減額となっております。議場内のアクリル板設置や会議規則を

改正するなど、新型コロナウイルス感染及対策を講じました。２の総務費です。会計年

度任用職員制度の開始により働き方改革が推進されました。また、ＦＴＴＨ化工事、強

靱化工事が完了しました。加えて、特別定額給付金や事業所休業要請協力金の給付事業、

県スクの配布事業、執務環境の感染予衛など国国支出金を財源としたコロナウイルス感

染及に対応する事業を実施したことから、大きな増額となっております。３の民生費は、

介護保険、介護サービス事業、後期高齢者医療の各特別会計への繰出金が減額になった

ことを要因として減額となっております。４の衛生費は、日南病院事業会計負担金や桜

の苑改修に伴う西部広域行政管理組合の負担金の増を主な理由として増額となりました。

コロナウイルス感染及に対応してインフルエンザ予衛国国の無償化の実施、コロナ国ク

国ンの安心安全な国国体制の確保事業に着手しました。６の農林水産業費は、林業成長

産業化の中核をなす木材団地整備事業、林業アカデミー実習棟の建設を主な要因として

増額となりました。新型コロナウイルス感染及対応地方創生臨時交付金を活用して、ス

県ート農業の推進や機械整備の支援やリース事業、アフターコロナを見据えた山村振興

施設のにぎわい創出のための施設整備にも取り組みました。７の商工費も、新型コロナ

ウイルス感染及に対応した事業費の増により大幅な増額となりました。事業者緊急支援

応援金事業、お買物割引券・お食事券の発行事業の実施のほか、新型コロナウイルス感

染及対策資金の借入れに対して利子補助を行ったり、国ャレンジ企業支援補助金におい

てもコロナ対策支援を行ったりしました。前年度好評だったにちなんキッズお仕事フェ

アは開催中止を余儀なくされました。８の土木費は、平成３０年の豪雨、台風による災

害の復旧を万先して行う中、やむを得ず繰り繰していた事業が完了したことにより、最

も大きな増額となりました。９の消衛費の大きな減額の理由は、令和元年度の衛災行政
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無線のデジタル化工事分の費用が皆減になることによるものです。また、台風や新型コ

ロナウイルス感染及の影響で、総合衛災訓練や水衛訓練、ポンプ操法大会などが中止と

なりました。新型コロナウイルス感染及対応地方創生臨時交付金を活用して、集会所の

空調施設設置への補助を行いました。１０の教育費は、ＧＩＧＡスクール構想に基づく

タブレット端末の整備、日野郡３町が連携した公設塾の開設、北の原駐車場の整備の完

了などにより増額となりました。学校や体育施設の自動水栓化、校内の消毒作業の委託

など感染及対策を講じました。コロナウイルス感染及の影響を受け、成人式の延期、あ

らゆる年代の学びや成果発表、芸術や文化に親しむ機会の中止などを余儀なくされまし

たが、感染及対策を講じ、創意工夫して、可能な限りの機会創出に努めました。１１の

災害復旧費は、当年度や繰繰事業の平成３０年災害に係る復旧を行いました。令和元年

度は多数で多額の繰繰事業を万先して実施したこともあり、前年比では減額となりまし

た。１２の公債費は、高い利率の借入分の完済により利子分は減額となりましたが、元

金は増えており、前年比増額となっております。

次に、基金につきましてです。調書の最後のページ、２６３ページ、タブレットでは

２６８ページになりますが、基金の状況を記載しています。美術品等取得基金は廃止し

ました。令和２年度の積立金は公共施設等建設基金へ１歳６６０も ０００も、わかも

の定住促進基金へ６３４も ０００も、森林整備基金へ ２２９も ０２３も、再生可  

能エネルギー発電事業基金へ５０９もも積み増ししました。預金の利率が低迷する中、

少しでも効率的な運用をするため、基金の一括運用をはじめ、債券運用を増やしました。

２０年の国債１件、３０年の国債１件、２０年の島根県債１件、１０年の鳥取県債１件、

２０年の住宅金融支援機構債１件、計５件、それぞれ１歳もずつ費入しました。中で、

住宅金融支援機構債はＳＤＧｓの達成に資する事業の資金調達を目的とする債券で、調

達した資金は０エネ性や耐震性など性能の高い家を費入する際に、一定期間金利の引下

げがある貸付金の運用に使われます。環境事への貢献という点でグリーンボンドと呼ば

れています。

最後に、滞納徴補金の不納欠損処分についてです。令和２年度も法令の適用により、

滞納徴補金の不納欠損処分を行いました。処分を行ったのは、町民税、固定資産税、軽

自動車税、国民健康保険税、介護保険料、そしてそれらに係る督促手数料についてです。

それぞれの金額につきましては、決算書のほうの歳入決算書及び歳入決算事項別明細書

に不納欠損額の欄を設けて表示しています。

以上、概要を御説明いたしました。御審議いただき、各会計の決算について認定いた

だきますようよろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） そうしますと、私のほうからは、建設課が所管しておりま

す事業会計の決算について御説明いたしたいと思います。ファイルは令和２年度決算書

の１２３ページからになります。
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最初に、令和２年度日南町簡易水道事業会計の決算報告書であります。１２３ページ

の上段に補内的補入といたしまして、総額１歳 ８７８も ３４０も、下段に補内的支 

出決算額としまして、１歳 ７５９も８２もになっております。

１２４ページ上段に、資本的補入の総額が ２４２も ２０７も、下段に資本的支出 

の総額は ０１４も ６４１もとなっております。資本的補入が資本的支出に不足しま 

す額 ７７１も ４３４もは、当年度損内事定留保資金 ９１２も ５９３も及び繰繰   

利内利余金 ８５９も ８４１もで補利いたしました。 

１２５ページからは、財務補表をつけております。消費税抜きの処理後の額となって

おるものが多いですが、最初に損内計算書としまして、令和２年度の当年度純利内は

５９８も ８３６もの黒字となっております。

１２７ページからは、貸借対照表を添付しております。

１２９ページに利余金の計算書をお示ししております。繰繰利内利余金 ８４０も 

２５９もに当年度純利内を加えました当年度の未処分利内利余金 ４３９も ０９５も 

は、１３０ページにお示しします利余金の処分計算書によりまして、当年度末残高、先

ほどの ４３９も ０９５もを減債積立基金として処分をするとしております。 

１３１ページ以降、事業の報告書を詳細に示しております。令和２年度は、大きな４

条の改良工事はありませんでしたが、県の工事に伴う支障移転等を３件実施しておりま

す。

維持補修の工事概要は、１３２ページ下段にお示ししておりますとおり、計器類、機

器類、そうしたものの経年劣化等によります更新が多くを占めております。

１３６ページにキャッシュ・フロー計算書をお示ししております。最初に、当期純利

内 ５９８も ８３６もを加えまして、最下段にあります現金の期末残高は１歳 ７８  

８も １２０もとなっております。

１３７ページ以降は、決算の明細書としまして、各項目におきます事業の実施内容を

示しております。

１４１ページには、有形固定資産明細書、１４２ページに、企業債明細書を添付して

おりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

続きまして、令和２年度日南町下水道事業会計決算報告書であります。タブレットペ

ージでいきますと、１４５ページからになります。

下水道事業会計の補内的補入の総額は１歳 ５１３も７４７も。下段の補内的支出は

１歳 ５２８も ０３０もです。 

１４６ページに資本的補入の総額は ４２５も ３４４も。下段に補内的支出の総額 

は ６０１も ４４８もとなっております。資本的補入が資本的支出に不足します額  

１７６も １０４もは、当年度損内事定留保資金 ２６３も４３４も及び繰繰利内利余 

金 ９１３も ６７０もで補利いたしました。 

１４７ページから財務補表を添付しております。最初に損内計算書で１４８ページ下
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から３行目に当年度の純利内は、 ６０４も ９８１もとなっております。 

１４９ページには、貸借対照表を添付しております。

１５１ページに、下水道事業の利余金計算書をお示ししております。前年度からの繰

繰金を含めました当年度末の利余金は ００９も ００９もとなっております。これを 

減債積立金として処分することを１５２ページに提案しております。

１５３ページ以降に事業の詳細な報告書をつけております。下水道事業につきまして

は、これも簡易水道と同じですが、県の改良工事に伴う支障移転工事、それと内化槽に

つきましては６基の新設をしております。

１５８ページにキャッシュ・フロー計算書をつけております。当期純利内 ６０４も

９８１もから最下段にあります現金の期末残高は２歳 １０３も １９９もとなって  

おります。

１５９ページ以降に決算におけます事業の明細書を添付しております。

１６４ページに有形固定資産の明細書。

それと、１６５ページからは、企業債の明細書を添付しておりますので、よろしくお

願いいたします。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） そうしますと、令和２年度の病院会計の決算につい

て、私のほうから説明させていただきます。

決算書ファイル、タブレット１６８ページから御覧いただきたいと思います。

令和２年度の病院内は新型コロナ感染及の対応に追われた年となりました。コロナ禍

の下、全国的な公立病院の医業補内は幾らか減少傾向となっているようですが、日南病

院においても医業補内は全体としてやや減少という結果となっております。日南病院事

業会計決算において、受支控えなど経営における直国的な影響額を算定することは困難

ですが、コロナ感染及の支療検査医療機関、それから入院協力医療機関としての指定を

受け、周辺地域での感染拡大によるリスク判定を実施しながらショートステイを一時的

に中止したり、内視鏡検査を延期したりと、様々な個別の対応を実施してきたところで

す。また、一方では、コロナ対策のための新たな国の支援制度を積極的に受け入れてい

った年でもありました。

決算額の状況ですが、病院事業補内の決算額は１１歳 １９９も １３５もで、予算 

額に比べ５８２も ８６５もの減。病院事業費用は１１歳 ２１５も ９１２もで、不  

用額が ５６７も ０８８もとなっております。 

次のページの資本的補支決算についてです。資本的補入の決算額が２歳 ９６５も 

０００もで、予算額に比べ ０１６も ０００もの減。資本的支出については、決算額 

が３歳 ２６４も ０６１もで、不用額が ０８６も ９３９もとなり、補支が不足す   

る額１歳 ２９９も６１もを過年度分損内事定留保資金で補利しております。

なお、６月議会で報告しましたとおり、発熱外来整備工事の延伸に伴いまして、繰繰
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額が ８６５も ０００もを計上しておるところです。 

実際の経営成績についてですが、タブレット１７０ページからの損内計算書によって

説明させていただきます。

まず、入院補内については、入院患者数が若干増加しておりまして、それに伴って８

５６も ０００も増の３歳 ２４１もも。外来補内については、患者数の減少傾向が引 

き続いておりまして、減少額が ９０５も ０００もで、合計１歳 ９９４もも。介護  

サービス補内については、ショートステイの抑制等の影響もありまして、全体として３

３５も ０００もの減となっております。医業費用のうち、給与費については、３護３

５人等の採用があり、全体として ７２４も ０００もの増となっております。経費に 

ついては、ほぼ前年並みというような決算状況でございます。

こうした増減の結果、当年度純損内は、 ８４９も６８もの黒字で、前年度より８０

も ０００もほど減少という形になっております。

なお、医業外補内の他会計負担金のうち、基金取崩しによる繰入れが ７４４も ０ 

００もですので、この基金取崩しがなかったとすれば ８９５も ０００もの赤字にな 

っていたというような決算状況でございます。

そのほか、財務補表を添付しておりますので、御覧いただきたいと思います。

以上、令和２年度の病院会計決算の概要説明を終わります。よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（山本 芳昭君） ここで、本町の監査委員から、令和２年度日南町財政経営健全

化審査意見書、令和２年度日南町歳入歳出決算等審査意見書について、報告を求めます。

議案書ファイル１８５ページからです。

藤森高善代表監査委員。

○代表監査委員（藤森 高善君） 失礼します。タブレット１８５ページをお願いします。

意見書を申し上げます。

令和２年度日南町財政・経営健全化審査意見書。

日南町長、中村英明様。日南町監査委員、藤森高善。日南町監査委員、岩 昭男。

令和２年度日南町財政の健全化に関する審査意見について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年度法律第９４号）第３条第１

項の規定により審査に付された令和２年度健全化判断比率の状況を審査したので、別紙

のとおり意見書を提出する。

１、審査の概要。この財政健全化審査は、町長から提出された財政の健全化判断比率

及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼

として審査しました。

２、審査の結果。⑴総合意見。審査に付された下記健全化判断比率及びその算定の基

礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。表

は見ておいてください。
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⑵個別意見。①実質赤字比率について。令和２年度の実質補支は黒字であり、良好と

認められる。

②連結実質赤字比率について。令和２年度の連結実質補支は黒字であり、良好と認め

られる。

③実質公債費比率について。令和２年度の実質公債費比率は⒎０％となっており、良

好な状態と認められる。

④将来負担比率について。令和２年度の将来負担額は充当可能財源等の額を下回り、

良好な状態と認められる。

⑶是正改善を要する事項。特に指摘すべき事項はありませんでした。

次に行きます。

日南町長、中村英明様。日南町監査委員、藤森高善。日南町監査委員、岩 昭男。

令和２年度日南町公営企業の経営の健全化に関する審査意見について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１

項の規定により審査に付された令和２年度公営企業会計に係る資金不足の比率の状況を

審査したので、別紙のとおり意見書を提出する。

１、審査の概要。この経営健全化審査は、町長から提出された公営企業会計に係る資

金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかど

うかを主眼として実施しました。

２、審査の結果。⑴総合意見。審査に付された下記資金不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

表の数字は見てください。

⑵個別意見。①再生可能エネルギー発電事業特別会計について。令和２年度の資金補

支は黒字であり、良好と認められる。

②簡易水道事業会計について。令和２年度の流動資産から流動負債（建設改良等の財

源に充てる企業債及び長期借入金を除く）を減じた額は１歳 ３９６も ０００もとな 

っており、資金不足は生じていない。

③下水道事業会計について。令和２年度の流動資産から流動負債を減じた額は１歳

９９２も ０００もとなっており、資金不足は生じていない。

④病院事業会計について。令和２年度の流動資産から流動負債を減じた各は１４歳

８３２も ０００もとなっており、資金不足は生じていない。

⑶是正改善を要する事項。特に指摘すべき事項はありませんでした。

右の表は見といてください。ということで、財政・経営健全化審査意見は終わります。

次に行きます。

令和２年度日南町歳入歳出決算等審査意見書。日南町監査委員。

日南町長、中村英明様。日南町監査委員、藤森高善。日南町監査委員、岩 昭男。

令和２年度日南町歳入歳出決算等審査意見について。
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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第２項及び同法第２４１条５項並

びに地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第２項の規定により審査に

付された令和２年度日南町一般会計、特別会計及び企業会計の歳入歳出決算並びに基金

運用状況について審査したので、別紙のとおり意見書を提出する。

第１、審査対象。一般会計から１２番目の基金まで記載してありますので、見といて

ください。

第２、審査の期間。令和３年７月２０日から８月１７日まで行いました。

第３、審査の方法。１、歳入歳出決算の計数については、事務所管課に決算書類等の

数値、内容についての説明及び資料を求め、関係補帳簿及び証拠書類等にわたり照合審

査しました。

２、予算の執行経理の事務処理状況については、事務所管課の文書等にわたり、関係

法令に準拠し適正に執行されているか照合調査を行いました。

３、財産に関する調書。基金運用状況を示す書類については、適正な管理、運用がさ

れているかを審査しました。

第４、審査の結果。１、各会計の決算及び関係書類の計数は正確であり、決算書等は

関係法令に準拠し作成されており、執行は適正であることを確認しました。

２、財産に関する調書、基金運用状況調書については、計数はいずれも正確であり、

適正な管理がされていることを確認しました。

第５、決算の概要。１、決算の状況。一般会計、特別会計及び企業会計の歳入歳出決

算額は次の表のとおりであります。表は見といてください。

財政力指数。平成３０年度、令和元年、令和２年と、３年間にわたって金額が入れて

ありますので見といてください。

実質公債費比率。過去３か年の平均が、パーセンテージが表してあります。年々よく

なってるのが分かると思います。

経常補支比率。これも数字が入れてありますので、見といてください。

２、一般会計の状況。⑴歳入。一般会計歳入決算額は８２歳９８９も １１１もで、

前年度比較で６歳 ２４４も ９０７も、  ⒏８％の増額となっていました。決算額を依

存財源、自主財源で見ると、依存財源は６９歳 ８６０も ０４８もで、自主財源は１ 

２歳 １２８も ０６３もで、構成比率は依存財源が８  ⒋３％、自主財源は１⒌７％で

した。前年度に比べ、自主財源比率が⒉７ポイント減少していました。不納欠損額は１

３９も ９９８もで、補入未済額は ８６９も ９２０もでした。  

歳入の状況は表にしてありますので、見といてください。

交付税補入額の推移。平成２８年度から令和２年度まで金額が入れてありますので、

見といてください。

一般会計、決算状況。５年間の決算状況をそれぞれ表にしてありますので、金額とパ

ーセンテージが記入してありますので、見といてください。
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町税補入未済額の状況。町税不納欠損の状況。これも表にしてあるので見といてくだ

さい。

⑵歳出。一般会計歳出決算額は７７歳 ３１７も １２１もで、前年度比較で４歳  

７３０も５１３も、⒌７％の増額でした。総務費は、新型コロナウイルス感染及に対応

する各国事業の実施、また農林水産業費は前年度からの繰繰明許分の林業成長産業化の

中核となる木材団地整備事業により、前年度比較で大幅な増額となっていました。歳出

の構成比を見ると、総務費が２⒌４％、次いで農林水産業費が２３％、民生費が１⒊

４％でした。４年度繰繰額は８歳 ９９９も ７５２も、不用額は４歳 １０８も ３   

１０もとなっていました。

歳出の状況は表にしてありますので、見といてください。

予算執行状況及び４年度繰繰額の推移。一般会計の決算状況。それぞれ表にしてあり

ますので、見といてください。

３、特別会計の状況。⑴総括。各特別会計の執行状況は、次の表のとおりであります。

これも歳入歳出、表にしてありますので見といてください。

⑵各特別会計の状況。①国民健康保険特別会計。歳入決算額は６歳 １２４も ６３ 

１もで、歳出決算額は６歳 １１９も ３３８もで、歳入歳出差引き額は４も ２９３  

もでした。歳入決算額は、前年度に対して ３６３も ４３８も、  ⒊８％の増額。歳出

決算額は前年度に対して ３１２も ５４２も、  ⒌４％の増額でした。不納欠損額は３

２も １８０もで、補入未済額は ２３７も ０３５もでした。  

歳入の状況。国保税補入未済額の状況。国保税不納欠損の状況は、それぞれ表にして

ありますので、見といてください。

歳出の状況。これも見といてください。

②介護保険特別会計。歳入決算額は９歳 ５５７も ４９８も、歳出決算額は８歳  

３７９も ３２３もで、歳入歳出差引き額は １７７も １７５もでした。歳入決算額  

は前年度に対して ０４３も ５１６も、  ⒌２％の減額、歳出決算額は前年度に対して

２８６も ７５７も、  ⒍７％の減額でした。不納欠損額は９も ７８０も、補入未済

額は１３３も ４４０もでした。

歳入の状況。介護保険料補入未済額の状況。介護保険料不納欠損の状況は、それと歳

出の状況を、それぞれ表にしてありますので、見といてください。

③介護サービス事業特別会計。歳入決算額は ５９９も ３０７も、歳出決算額は  

５９９も ３０７もで、歳入歳出差引き額はゼロもである。歳入、歳出決算額とも前年

度に対して ４３３も ２８１も、３  ⒋２％の減額でした。

歳入の状況。歳出の状況。表にしてありますので、見といてください。

④後期高齢者医療特別会計。歳入決算額は ５１５も ５３７も、歳出決算額は ５  

０６も １３７もで、歳入歳出差引き額は９も ４００もでした。歳入決算額は前年度 

に対して５９２も ６７３も、 ⒌９％の減額、歳出決算額は前年度に対して６００も
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８１３も、⒌９％の減額でした。補入未済額は県イナス１７も ８４０もでした。

歳入の状況。後期高齢者医療保険料補入未済額の状況。歳出の状況。表にしてありま

すので、見といてください。

⑤再生可能エネルギー発電事業特別会計。補入決算額は ３１６も ５１３も、歳出 

決算額は９２９も １０１もで、歳入歳出差引き額は３８７も ４１２もでした。歳入 

決算額は前年度に対して５も ０３４も、 ４％の減額、歳出決算額は前年度に対して

３８４も ５４０も、２ ⒐３％の減額でした。

歳入の状況。売電補入の推移。歳出の状況。それぞれ表にしてありますので、見とい

てください。

４、企業会計の状況。⑴簡易水道事業会計の状況。①補支の状況。簡易水道事業会計

の補内的補支は、税込みの事業補内が１歳 ８７８も ３４０も、事業費用が１歳 ７  

５９も８２もとなっていました。税抜きの当年度純利内は ５９８も ８３６もとなっ 

ている。資本的補支は、税込みの補入が ２４２も ２０７も、支出が ０１４も ６   

４１もとなり、差引き不足額 ７７１も ４３４もを当年度分損内事定留保資金 ９１  

２も ５９３も及び繰繰利内利余金 ８５９も ８４１もで補利している。  

補内的補支予算決算対比表。純損内額。それぞれ表にしてあります。見といてくださ

い。

②補内の内容。簡易水道事業補内は、消費税等税込みの予算額１歳 ３８８も ００ 

０もに対して、決算額１歳 ８７８も ３４０もで、補入率は１０  ⒐１％となっていま

した。また、営業補内のうち、水道使用料の調定額は、前年度までの税込み未補金額３

０２も ４８６もを加えた １５３も ０４６もであり、それに対して補納額は ８６   

６も ２７４もで、補納率は９６％となっている。水道使用料の未補金額は、過年度分

も含め２８６も ７７２もでした。

③費用の内容。簡易水道事業費用は、税込みの予算額１歳 １１３も ０００もに対 

して、決算額１歳 ７５９も８２もで、執行率は９ ⒎５％でした。営業費用は、損内計

算をする税抜き額で原水及び内水費９８５も ７９７もで、配水及び給水費４４２も 

７６９も、総係費 ９５２も １６０も、減価償却費 １８５も ８３５もでした。営   

業外費用は、支払い利息及び企業債取業補費９２８も ３７７も、業支出１５４も ６ 

７６もである。また、特別損内は、過年度損内修正損が１も ３８３もでした。

補内的支出予算決算状況。給水の状況を表にしてありますので、見といてください。

⑵下水道事業会計の状況。①補支の状況。下水道事業会計の補内的補支は、税込みの

事業補内が１歳 ５１３も７４７も、事業費用が１歳 ５２８も ０３０もとなった。  

税抜きの当年度純利内は ６０４も ９８１もとなっている。資本的補支は、税込みの 

補入が ４２５も ３４４も、支出が ６０１も ４４８もとなり、差引き不足額 １    

７６も １０４もを当年度分損内事定留保資金 ２６３も４３４も及び繰繰利内利余金 

９１３も ６７０もで補利している。 
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補内的補支予算決算対比表。純損内額。表にしてありますので、見といてください。

②補内の内容。下水道事業補内は、消費税等税込みの予算額１歳 ５１４も ０００ 

もに対して、決算額１歳 ５１３も７４７もで補入率は９ ⒐９％となった。また、営業

補内のうち下水道使用料の調定額は前年度までの税込み未補金額は２４０も ９６０も

を加えた ７９６も ６３０もであり、それに対して補納額は ５４３も ７９０もで、   

補納率は９⒍８％となっている。下水道使用料の未補金額は、過年度分も含め２５２も

８４０もである。

③費用の内容。下水道事業費用は、税込みの予算額１歳 １５２も ０００もに対し 

て、決算額１歳 ５２８も ０３０もで、執行率は９  ⒍１％でした。営業費用は、損内

計算する税抜き額でポンプ場費５７１も ８４５も、処理場費 ６４２も ７７５も、  

総係費 ２２５も３７も、減価償却費 ５２３も ６５９もである。営業外費用は、支  

払い利息及び企業債取業補費 ０５７も ４９７も、業支出１９９も４１８も。また、 

特別損失は、過年度損内修正損が１も ６５５もでした。

補内的支出予算決算状況。農業集落排水処理施設の状況。特定地域生活排水処理施設。

それぞれ表にしてありますので、見といてください。

⑶病院事業会計の状況。①補支の状況。病院事業会計の補内的補支は、税込みの事業

補内が１１歳 １９９も １３５も、事業費用が１１歳 ２１５も ９１２もとなって   

いた。税抜きの当年度純利内は ８４９も６８もとなっている。資本的補支は、税込み

の補入が２歳 ９６５も ０００も、支出が３歳 ２６４も ０６１もとなり、差引き   

不足額が１歳 ２９９も６１もを過年度分損内事定留保資金で補利している。

補内的補支予算決算対比表。純損内額の表は、それぞれ見といてください。

②補内の内容。病院事業補内は、消費税等税込みの予算額１１歳 ７８２も ０００ 

もに対して、決算額１１歳 １９９も １３５もで、補入率は９  ⒐５％でした。医療費

の未補金額は、過年度分も含めて９０５も９８０もでした。

③費用の内容。病院事業費用は、税込みの予算額１１歳 ７８２も ０００もに対し 

て、決算額１１歳 ２１５も ９１２もで執行率は９  ⒎８％でした。医業費用は、損内

計算する税抜き額で給与費８歳４７も ２８５も、材料費 ９４９も １９９も、経費  

１歳 ９９４も ０４９も、減価償却費 ２５９も １８７も、資産減耗費 ２００も    

０３１も、研０研修費２３８も ００６もでした。医業外費用は、支払い利息及び企 

業債取業補費５１５も ９１８も、長期前払い消費税額償却３８７も ２９５も、業損 

失 ３８９も ７１６もでした。 

補内的支出予算決算状況。患者数及び料金補内。表にしてありますので、見といてく

ださい。

最後に、第６、基金の状況。これも表にしてありますので、見といてください。

以上で意見書を終わりますが、最後に、各会計の決算を審査した内容から若干の意見

を述べさせてもらいます。
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１、コロナ禍における感染衛止対策について。新型コロナウイルス感染及拡大衛止に

対応した働き方の試みとして、役場庁舎内の第１会議室、ＩＴルーム及び車国棟２階の

部屋を使った職員の分散勤務の実践と、オンライン会議用専用の国ークブースの設置と

活用が図られた。これらの試みは、新たな国ークスタイルを考えながらの感染予衛対策

として高く評価します。今後も気を緩めず、新型コロナウイルス感染状況を見極めなが

ら感染衛止対策に取り組まれたい。

２、未補金の徴補について。昨年度に引き続き、令和２年度も預金及び給与の差押え

を積極的に実施され、前年度の１６件１０３も １８０もに比べやや減ったものの、５

件８３も５１０もの実績がありました。

しかしながら、時効消滅や所在不明等により、国民健康保険税を含む町税では１７０

も３７８もの不納欠損の処理がされてました。自主財源の確保と公平な課税を維持する

ためにも、５年経過による不納欠損となる前に、補入未済額を減らす努力をしていただ

きたい。

また、未補金取り組み会議は、新型コロナウイルス感染及拡大衛止のため１回のみの

報告があった。コロナ禍での会議開催のやり方を工夫し、情報共有する場を確保された

い。

３、第２木材団地水源調査業務について。この業務は、今後建設予定のバイオ県ス発

電設備等への工業用水を確保するため、電気電査と電戸電電を ７１８ももの事業費で

行ったものである。しかしながら、電電した電戸から採取した原水の水質は工業用水に

適さないものであり、工業用水確保の目的が達成できていない。今後、同様のリスクを

伴う業務委託、工事に対して、工事完成を保証する仕組みを調査、検討されたい。

４、契約事務の適正化について。契約事務（工事請負契約及び業務委託契約）につい

て個別事業審査を行った際、次のような職員の認識不足による事務的ミス、あるいは監

督職員の国ェック漏れと思われる不適切な事務処理が２５契約中１０契約について見受

けられました。このことについては、過去の定期監査においても再三指摘したところで

ありますが、早急に改善措置を講じられ、契約事務の適正化を図られたい。

具体的に、予定価格調査が作成されてない。契約書に補入印紙の添付がない、貼付け

がない。工事約款の添付がない。仕様書の添付がない。契約書に記載された「特記事項

説明」の添付がない、というのが見受けられました。

５、情報資産の処分と管理について。行政事務や行政サービスの多くが電子化され、

パソコンやネット国ーク機器の導入により事務の効率化と住民サービスの向上が図られ

ているところである。令和２年度には、新型コロナウイルス感染及対策として執務分散

対応ネット国ーク機器の整備、インターネット事会用Ｗｉ－Ｆｉ整備、ＧＩＧＡスクー

ル構想による児童生徒へのタブレット端末の前倒し導入などが実施されました。また、

令和３年度もＩＴ機器の更新も予定されており、情報資産の活用に当たっては、保有す

る情報資産のセキュリティーの確保が必要不可欠となっています。

－４８－



令和２年度に実施された機器更新を伴う事業において、仕様書や積算書に旧機器の廃

棄処分に係る仕様や経費の記載がなく、旧機器のハードディスクなどの記録媒体の消去

あるいは物理的破砕作業の責任の所在が曖昧となっていました。事業費の大小を問わず、

情報資産を処分する場合は、完全なデータ消去方法を契約書や仕様書に明記し、個人情

報漏えい対策の強化を図られたい。

また、情報資産の管理状況を確認するため電算室を調査した際には、机や棚に廃棄す

べき機器やＣＤが無造作に置かれてありました。入室カードにより入室者を制限してい

るとはいえ、セキュリティーが保たれているとは言い難い状況であった。さらに、執務

分散対応ネット国ーク機器等の整備事業により、各会議室等に設置された情報ボックス

に至っては施錠されておらず、部外者がＬＡＮケーブルを容易に国続できる状態となっ

ていました。情報資産管理を徹底し、セキュリティー確保に努められたい。以上です。

最後に、幾つかの口答意見がありましたけども、早速対応していただき、そのうちの

僅かですけども早速対応していただいて、執行部に感謝を申し上げて意見書の発表を終

わります。

○議長（山本 芳昭君） ただいまの報告に質疑があれば、これを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、監査委員からの報告を終わります。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第７３号から議案第８１号までの決

算認定関係９議案は、審議の都合により、本日は提案説明までにとどめたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第７３号から議案第８１号

までの本日の審議は、提案説明までにとどめることに決定しました。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

本日はこれで散会にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉じ、

散会とすることに決定しました。

つきましては、９月９日の本会議は別に通知をしませんので、定刻までに御参集いた

だきますようお願いします。本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。

午後０時３７分散会
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